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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　１，ふるさと振興の推進について
　(1)　市町村の取り組みと一体となったふるさと振興対策に取
り組むこと。

　ふるさと振興を進めるに当たっては、住民により身近な地域づくりを担う市
町村との連携が不可欠であることから、「県・市町村トップミーティング」の開
催、「県と市町村とのオンライン情報交換会」などの場を活用した情報交換、
市町村が実施を希望する地方創生関係交付金事業に係る個別相談に対
し、引き続き対応するほか、広域振興局等に配置した、市町村の窓口となる
「ふるさと振興監」を中心とした個別相談などを行っているところです。
　今後とも、県・市町村の総合戦略に掲げる取組の効果が相乗的に発揮さ
れるよう、十分な連携を図りながら取組を進めていきます。
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の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　１，ふるさと振興の推進について
　(2)　県と市町村の連携、政策立案能力の向上に繋がる県の
市町村へ駐在職員派遣を継続すること。

　県では、市町村の抱える特定課題の解決や人材育成等を支援する観点か
ら、県と市町村の職員の相互交流による市町村への県職員の派遣等を行っ
ているところです。
　市町村に対する人材支援については、派遣の希望等があった場合におい
て、市町村における課題や状況、職員や市町村の意向等を考慮して、適任
者を検討し、決定しているところです。

ふるさと
振興部

市町村課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　１，ふるさと振興の推進について
　(3)　地方創生臨時交付金が規模拡充され、自由度の高い
交付金となるよう国に働きかけること。

　本県も参画して行った令和３年６月11日の全国知事会の「コロナに打ち克
ち希望と活力ある地方の実現に向けた提言」において、補正予算の編成や
予備費の活用などにより、臨時交付金のさらなる増額を行うとともに、地域
の実情に応じた事業を地方の判断により実施できるよう、さらに自由度の高
い柔軟で弾力的な制度としていただきたい旨要望を行ったところであり、同
年11月４日においても全国知事会から同交付金の増額等について要望を
行ったところです。さらに県が同年６月17日に行った「新型コロナウイルス感
染症対策に関する提言・要望」においても同様の趣旨の要望を行ったところ
です。
　国においては、同交付金に関し、令和３年８月20日に事業者支援分とし
て、県内市町村に約12.4億円、同年12月27日に地方単独事業分として、県
内市町村に約80億円の追加配分を行ったところです。
　今後においても各市町村が地域の実情に応じた施策を講じられるよう、臨
時交付金の確保等について国に要望していきます。

ふるさと
振興部

地域振興
室

Ｂ　実現
に努力し
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の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　１，ふるさと振興の推進について
　(4)　雇用の受け皿となる地域産業の振興に繋がる人材の育
成、定着に向けた施策の充実を図ること 。

　県では、令和４年３月に第11次岩手県職業能力開発計画を策定し、人口
減少社会、Society5.0の実現への潮流の中で、本県が振興する産業の発展
を担う人材の育成を進めています。
　また、ものづくり人材の育成・定着については、産学行政が一体となり人材
育成に取り組む「地域ものづくりネットワーク」等と連携し、小中学校から企
業人までの各階層に応じた人材育成や県内定着の取組を行っています。
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　１，ふるさと振興の推進について
　(5)　県内就職の促進、雇用労働環境の整備、生産性の向
上、企業が求める人材の確保支援等、地域産業の振興と雇
用対策を市町村や関係機関と一体となって総合的に推進する
こと。

　県では、いわて県民計画（2019～2028）に掲げる「北上川バレープロジェク
ト」の推進に向け、関係機関が連携したものづくり産業のデジタル化や、高
度技術人材の育成･確保の取組を一体的に進め、地域産業の競争力強化と
企業成長、人材の確保・育成・定着の好循環を生み出し、地域産業の振興
と持続的な雇用の創出に取り組むこととしています。
　また、「いわてで働こう推進協議会」を核とした取組を通じて、市町村や関
係機関等と連携を図りつつ、県内企業とのマッチング機会の創出や県内企
業の魅力の発信などにより、若者や女性等の県内就職を促進していきま
す。

商工労働
観光部

ものづくり
自動車産
業振興室

定住推
進・雇用
労働室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　１，ふるさと振興の推進について
　(6)　就職氷河期世代の良質な雇用・就労の機会の実現に
向けて、対象者の個別事情を踏まえた適切な就職支援・定着
行うこと。

　県では、令和２年度から国の就職氷河期世代加速化交付金を活用して、
相談支援の拡充やｅ-ラーニング、職場見学会等を実施して、対象者の事情
に寄り添った支援に努めています。また、就職氷河期世代が活躍できる環
境づくり等を進めるための企業向けセミナーを実施しており、企業に対する
働きかけも行っています。令和４年度は、これらの取組を継続するとともに、
就職氷河期世代がそれぞれのキャリアやライフプランを考えながら就職がで
きるよう、キャリアアップセミナーや企業面談会を新たに実施することとして
おり、今後も、就職氷河期世代への適切な支援に取り組んでいきます。

商工労働
観光部
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進・雇用
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　１，ふるさと振興の推進について
　(7)　外国人労働者に提供する行政情報、生活情報の多言
語化への支援強化、雇用担当部署との情報共有体制を構築
するこ。

　外国人労働者の生活環境の支援については、平成31年４月の出入国管
理及び難民認定法の改正による新たな在留資格の創設等を踏まえ、令和
元年７月２日、ワンストップ型の相談窓口として、いわて県民情報交流セン
ター（アイーナ）の国際交流センター内に「いわて外国人県民相談・支援セン
ター」を設置し、関係機関と連携し外国人県民等からの様々な相談に多言
語で対応するとともに、定期的な県内各地域での巡回相談や、災害や新型
コロナウイルス感染症等に関する情報の多言語による発信に取り組んでい
ます。
　引き続き、市町村や国際交流協会等の関係機関と連携して、日本語学習
の支援や多言語による生活情報の提供、災害時の外国人支援体制の構築
に取り組むとともに庁内関係部署と連携を図りながら、効果的な情報提供に
努めていきます。
　なお、外国人労働者に関する各種支援施策については、行政機関や教育
機関、商工団体等による「外国人材受入拡大に係る関係機関連絡会議」等
により、日頃から多文化共生担当部署と雇用対策担当部署との間で情報共
有を図っています。

ふるさと
振興部

国際室 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　県では、外国人材受入拡大に向けた対応として、令和元年７月に「いわて
外国人県民相談・支援センター」を設置し、外国人県民が生活する上での
様々な相談に多言語で対応しています。
　なお、令和３年６月に実施した「令和４年度政府予算等に係る提言・要望」
においては、外国人が安全に安心して生活できるよう、地方自治体が行う多
言語による相談体制や情報提供体制の整備等に対する財政措置の継続・
拡充のほか、災害時の支援体制の整備などについて要望したところです。

商工労働
観光部

定住推
進・雇用
労働室
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　１，ふるさと振興の推進について
　(8)　サテライトオフィス誘致に向けて非製造業を対象とした
企業誘致 支援制度の創設を行うこと。

　サテライトオフィス誘致に向けて、県では、いわて暮らし移住定住ポータル
サイト「イーハトー部に入ろう！」や企業誘致専用のホームページである「岩
手県企業立地ガイド」においてサテライトオフィスのＰＲに取り組んでいるとこ
ろです。
　非製造業については、一定の投資や雇用など、県内への経済雇用波及効
果が大きいものを支援制度の対象としているところであり、引き続き、産業の
動向や企業ニーズ、地域の経済や他産業への波及効果等を踏まえ、効果
的な支援制度について研究していきます。

商工労働
観光部

ものづくり
自動車産
業振興室
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　２，市町村財政基盤の確立について
　(1)　財政基盤の弱い市町村が人口減少をはじめとする重要
課題に対応する上で重要な役割を果たしている地域経営推
進費十分に確保すこと。

　地域経営推進費については、各市町村からの要望を踏まえ、広域振興局
長の裁量により、予算を最大限活用しながら事業を実施しており、今後も地
域の特色を生かした地域振興が図られるよう、引き続き予算の確保に努め
ていきます。
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振興部

地域振興
室
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　２，市町村財政基盤の確立について
　(2)　地方交付税の算定に当たっては人口規模の小さい町村
の財政運営に支障が生じないよう十分に配慮するとともに、
予算規模を堅持するよう国に働きかけること。

　県では、政府予算提言・要望において、地方一般財源総額を確実に確保・
充実すること、地方交付税の総額を確保すること、地方財政計画の策定に
当たり、人口減少対策や地方創生の推進等、各団体が地域の実情に応じ、
自主的・主体的に課題解決に取り組むために必要な地方単独事業の財政
需要を適切に反映することなどについて、国に対し要望しているところです。
　令和４年度地方財政計画では、地方一般財源総額について、交付団体
ベースで令和３年度を200億円上回る62.0兆円が確保されるとともに、地方
交付税総額についても、令和３年度を0.6兆円上回る18.1兆円が確保されて
います。
　また、地方団体が地域社会の維持・再生に向けて幅広い施策に自主的・
主体的に取り組むための経費として、「地域社会再生事業費」4,200億円が
引き続き計上されたところであり、普通交付税の算定において、人口減少・
少子高齢化が進行している団体や人口密度が低い団体に重点的な配分が
行われる見込みです。
　引き続き、地域の実情に応じた財政需要を地方財政計画に適切に反映す
るよう国に働きかけていきます。

ふるさと
振興部

市町村課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　２，市町村財政基盤の確立について
　(3)　市町村への補助金等の見直しに当たっては、市町村の
意見を十分に反映させること。

　市町村への補助金等の見直しは、個々の補助負担制度について、その目
的や効果、必要性の度合い、他の制度による補完の状況などを検証の上、
交付先の自立性を高める観点から行っており、令和４年度当初予算におい
ても、市町村の実情を踏まえたものとしています。

総務部 財政課 Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　２，市町村財政基盤の確立について
　(4)　過疎対策事業債の必要額の確保及び対象事業の拡大
を国に働きかけること。

　県では、これまで、全国過疎地域連盟や全国知事会を通じ、過疎地域の
多様な財政需要に対応した過疎対策事業債の必要額の確保等について国
等に要望するとともに、令和３年度においても、過疎地域の持続的な発展に
向けた事業が円滑に実施できるよう、過疎対策事業債の必要額の確保な
ど、各種財政措置の維持・拡充等について、県として要望してきたところであ
り、令和４年度地方債計画において、過疎対策事業債は、令和３年度比200
億円増の5,200億円が計上されたところです。
　引き続き、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の施行
に伴う過疎地域における施策の実施状況など、市町村から実情を伺いなが
ら、東北各県や全国知事会過疎対策特別委員会等と連携し、過疎対策の取
組が円滑に実施できるよう、国等に必要な働きかけを行っていきます。

ふるさと
振興部

市町村課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　２，市町村財政基盤の確立について
　(5)　山村の振興については、平地に比べ整備が遅れている
生活インフラの整備充実を図り、定住の阻害要 因を解消する
為の適切な支援措置講じこと。

　県では、山村振興対策として「岩手県山村振興基本方針」を策定し、市町
村道などの生活基盤の整備や上下水道などの生活環境施設の整備に取り
組んでいるほか、山村地域の資源である農林産物の高付加価値化やブラン
ド化など、製造・加工から販売までの主要な役割を地域が担う内発型の産
業振興を促進し、雇用の創出や所得の向上につなげるための取組を行って
いるところです。
　今後も、同方針に基づき、自然環境の保全に配慮しながら、生活環境施設
の整備や山村地域の活性化を図る取組を推進していきます。

ふるさと
振興部

地域振興
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　２，市町村財政基盤の確立について
　(6)　定住自立圏構想の推進の為、中心市及び近隣市町村
の特別交付税の交付上限額を撤廃し、状況に応じた配分を独
自に設定できるよう国に働きかけること。

　定住自立圏については、中心市において圏域の暮らしに必要な生活機能
を確保し、周辺市町村と互いに連携・協力していくことにより、圏域全体の活
性化を図ることを目的として「定住自立圏構想推進要綱」が設定されており、
本構想の推進のための地方財政措置として、特別交付税措置等が行われ
ています。
　例えば、包括的財政措置の基本的な上限額については、平成26年度に中
心市4,000万円、近隣市町村1,000万円から、中心市8,500万円、近隣市町村
1,500万円に、令和３年度の改正により、近隣市町村の上限は1,800万円に
更に引き上げられたところです。
　定住自立圏において、中心市は、地域全体のマネジメント等において、中
心的な役割を担うとともに、積極的に各種サービスを提供していくこととされ
ており、国が特別交付税の配分割合を決定する際には、その点を考慮して
いるところです。
　厳しい財政状況の中で、市町村が人口減少対策や地方創生の推進等、地
域の実情に応じ、自主的・主体的に課題解決に取り組むためには、地方の
需要に応じた使い勝手の良い地方財政措置の充実が必要なことから、必要
に応じて国に要望していきます。

ふるさと
振興部

市町村課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　3，防災・減災対策の強化について
　(1)　切迫性の高い日本海溝・千島海溝沿いの最大クラスの
津波において地域特性に応じた津波防災対策を推進する為、
南海トラフ地震対策と同等の優遇措置を講ずるよう国に働き
かけること。

　県では、全国知事会及び都道府県消防防災・危機管理部局長会を通じ、
日本海溝・千島海溝特別措置法について、南海トラフ地震等の特別措置法
と同等の法整備を行うよう国に対し要望しています。

復興防災
部

防災課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　3，防災・減災対策の強化について
　(2)　広域避難の実施について物品の備蓄から避難所の開
設・運営まで一貫した財政的支援を行うこと。

　広域避難に関する財政的支援等については、都道府県消防防災・危機管
理部局長会を通じ、交付税の拡充等の地方財政措置等を国に対し要望して
いるほか、県では、市町村の備蓄を補完することを目的に、避難所運営にお
いて必要となる物資について一定量の備蓄を進めているところです。
　また、令和３年５月の災害対策基本法の一部改正により、災害が発生する
おそれがある段階での広域避難について規定されたところですが、広域避
難に関する県の役割は、これまでの広域一時滞在の場合と同様、他都道府
県内の市町村への避難に関する協議の窓口を担うこととなります。
　具体的には、同法第61条の５第１項により、市町村長が県外市町村への
避難が必要と認める際には、知事に対し、他の都道府県知事と要避難者の
受入れについて協議するよう求めることができ、知事は、同条第２項により、
他の都道府県知事と要避難者の受入れについて協議する必要があります。
　加えて、同法第61条の８に基づき、知事が「緊急の必要があると認めると
き」には、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、
居住者等の運送を要請することができます。
　県では、今回の法改正を反映し、令和３年５月に修正された国の防災基本
計画等を踏まえ、県地域防災計画の修正や広域避難に関するマニュアルの
整備を進めていきます。

復興防災
部

防災課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　3，防災・減災対策の強化について
　(3)　防災行政無線屋外広告マストの整備について特段の財
政支援を行うこと。

　県では、市町村防災行政無線が災害情報を住民に対して迅速に伝達する
手段であることの重要性を認識しており、国の財政支援策である緊急防災・
減災事業債の活用などの周知、助言等を行っているところです。
　なお、市町村防災行政無線施設の整備等に対しては、これまで北海道東
北地方知事会を通じて、国に対し全面的な支援と財政措置を講じるよう要望
しているところであり、今後も継続して要望していきます。

復興防災
部

防災課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　3，防災・減災対策の強化について
　(4)　効果的かつ効率的な地籍調査事業を行う為に、復興期
と同等規模の予算を確保すること。

　地籍調査事業は、公共事業の工期短縮や用地取得に係るコストの縮減な
どの効果がありますが、とりわけ近年は東日本大震災津波や頻発する豪雨
災害からの復旧に当たり、正確な境界復元が可能になるなどの重要性が改
めて認識されています。
　このような中、県では、国の第７次国土調査事業十箇年計画に基づき策定
した県計画により、市町村が策定した防災対策、森林施業・保全等の施策と
連携した整備を進めることとしています。
　県は、県計画を確実に推進するため、市町村からの要望に応え得る予算
の確保に向け、令和３年６月に国に対し要望を行っています。
　今後も、市町村及び岩手県国土調査推進協議会等の関係機関・団体とも
連携しながら、国に対して、補正も含めた必要な予算を確保するよう要望し
ていきます。

農林水産
部

農村計画
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　3，防災・減災対策の強化について
　(5)　大規模盛土造成地の対策工事について、県においても
国土強靭化の推進の為国庫補助のかさ上げなど財政支援を
行うこと。

　大規模盛土造成地については、所在する市町村が事業主体となり安全性
把握のための調査等が進められているところであり、県では、事業の着実な
推進に向けて、国の交付金制度の活用などについて助言等を行っていると
ころです。
　引き続き市町村との情報共有を図るほか、技術的助言を行うなど、対策が
円滑に進むよう連携を図っていきます。

県土整備
部

都市計画
課

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　3，防災・減災対策の強化について
　(6)　岩手県国土強靭化計画に基づき、消防体制の整備等
防災・減災対策の為の諸施策を推進すること。 消防指令業務
に係る共同運用の推進について、特別な財政支援を講じるこ
と。

　岩手県国土強靭化計画に基づき、消防体制の整備に当たっては、市町村
が行う消防団員の確保及び機能強化の取組に対する支援や、防災ヘリコプ
ターの円滑な運航の確保、他県との連携や災害対応能力の向上を図るため
の緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練への参加などに取り組んで
います。（A）
　現在、県内10消防本部による指令業務の共同運用に向けた協議が行わ
れていますが、一般的に共同運用の効果として考えられる、効果的・効率的
な応援体制の確立、いわゆる「直近指令・ゼロ隊運用」などの高度な運用の
実施、人員の効率的な配置と現場要員の増強などについての具体的な整
理はこれからとなっています。
　これらの整理は、国の財政支援措置や住民への事業実施の説明を行う上
でも必要なことですので、まずは指令業務の共同運用の具体的な効果の整
理について、関係消防本部間の協議が円滑に進むよう支援していきます。
（C）

復興防災
部

消防安全
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

　県では、通信施設の防災機能の強化及び衛星携帯電話の整備のための
十分な財政措置について、都道府県消防防災・危機管理部局長会を通じ、
緊急防災・減災事業債の恒久化や充当率及び交付税算入率の引上げを要
望しています。
　避難所の機能充実を図るための施設・設備の整備に当たっても、緊急防
災・減災事業債が有効であることから、引き続き、市町村に対し、当該制度
の活用について助言していきます。

復興防災
部

防災課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　固定電話や携帯電話等の通信施設については、通信事業者が通信施設
の耐震対策、停電対策の強化、伝送路の二重化等、防災機能の強化に向
けた取組を進めています。
　また、国においても、大規模災害時、通信ネットワークを迅速に応急復旧さ
せるなど、通信手段の確保を支援する取組を進めています。

ふるさと
振興部

科学・情
報政策室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　県では、令和４年度政府予算提言・要望において、第２期岩手県国土強靱
化地域計画に掲げる施策を着実に推進するため、国土強靱化地域計画に
基づき実施される取組、特に、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加
速化対策」に基づく取組に対する関係府省庁所管の補助金・交付金等の財
源について、安定的かつ十分に確保するよう国に要望しているところです。
　今後も国土強靱化地域計画を推進する財源の確保について、国に提言・
要望していきます。

復興防災
部

復興危機
管理室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　県では、令和４年度政府予算提言・要望において、地方創生や国土強靱
化を推進するため、国の公共事業関係費の総額を安定的・持続的に確保す
るとともに、直轄事業をはじめ、社会資本整備総合交付金や防災・安全交付
金等県内の公共事業に係る予算を確保するよう国に要望しているところで
す。
　また、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」については、
必要な予算を当初予算も活用しながら別枠で確保し、その取組を計画的に
推進するよう国に要望しているところです。
　県としては、今後も公共事業関係費の確保について、国に提言・要望して
いきます。

県土整備
部

県土整備
企画室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　3，防災・減災対策の強化について
　(7)　固定電話、携帯電話等の基地局等通信施設の防災機
能の強化及び衛星携帯電話の整備ため十分な財政措置を講
じること。 避難所の機能充実を図るための支援を拡充するこ
と。

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　3，防災・減災対策の強化について
　(8)　防災・減災、国土強靭化の為の 5か年加速化対策、緊
急防災・減災事業、緊急自然災害防止対策事業等について
は、事業を確実に実施できるよう安定的かつ十分な財源を確
保するよう国に働きけこと。

－ 8 －
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　3，防災・減災対策の強化について
　(9)　災害復旧事業について、改良復旧方式を積極的に採用
するとともに、復旧事業の補助対象基準の緩和など、再度災
害、連年災害に対する総合対策を確立するよう国に働きかけ
こと。

　県では、令和４年度政府予算提言・要望において、災害復旧にあたって
は、再度の災害発生を防ぐため、改良復旧による整備を推進するよう要望
するとともに、災害からの速やかな復旧に向け、災害査定等の一連の事務
手続きの更なる効率化・迅速化や事業期間制限の緩和など、災害の規模と
被災地域の実情を踏まえ、現行の枠組みにとらわれない柔軟な運用となる
よう要望しています。
　今後も災害の規模と被災地域の実情を踏まえた災害復旧への支援につい
て、国に提言・要望していきます。

復興防災
部

復興危機
管理室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　4，公共交通の確保について
　(1)　バス路線について財政支援や運転士の確保支援、利用
促進の為の取り組み等総合的な支援策を講じること。 市町村
におけるコミュニティバスの運行改 善や再編の取り組みへの
支援を行うとともに、地域間交通の利便性向上を図るなど、持
続可能公共交通ネットワークの構築を促進すこと。

　県では、平成30年度に「岩手県地域公共交通網形成計画」を策定し、持続
可能な地域公共交通体系の構築に向けて取り組んでいるところであり、当
該計画における目標の一つに「バス運転士の確保による路線の維持」を掲
げ、岩手県バス協会に対する補助（運輸事業振興費補助）により、バス事業
者が実施する運転士の確保や養成に対する支援を行っているところです。
　また、地域内公共交通構築検討会において、市町村とともに、市町村が抱
える課題に対する解決策等の検討を行っているほか、地域公共交通活性化
推進事業費補助により、市町村の実施する地域公共交通の再編・利用促進
等に対する財政支援や、地域公共交通について助言を行う有識者の派遣を
行っています。
　加えて、国や県の補助対象となっている広域バス路線を対象に、バス路線
活性化検討会を開催し、路線毎に利便性向上による利用促進策等の検討
を行っています。
　今後も引き続き、地域の実情に応じた持続可能な公共交通体系の構築が
図られるよう、必要な支援を行っていきます。

ふるさと
振興部

交通政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　4，公共交通の確保について
　(2)　岩手県地域公共交通活性化推進事業費補助金につい
て、必要な予算額を確保するともに、 1市町村当たりの補助
上限額引きげを行うこと。

　県では、平成30年度に「岩手県地域公共交通網形成計画」を策定し、持続
可能な地域公共交通体系の構築に取り組んでおり、市町村が地域の実情
に応じ、デマンド交通等の実証運行や、利用促進等を行う場合に、地域公共
交通活性化推進事業費補助により支援を行っています。令和４年度当初予
算については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地域交通の
維持確保に向けた市町村の取組が適切に実施されるよう、市町村に要望額
の調査を行った上で、必要な予算額を計上したところです。
　一方、地域公共交通活性化推進事業費補助の補助上限額の引上げにつ
いては、活用を希望する市町村が増加傾向にあり、県においては、できる限
り多くの市町村を支援していく必要があると考えていることから、限られた予
算の中、直ちに実施することは困難な状況にあります。
　なお、市町村の地域内公共交通体系の構築に向けた取組に対しては、当
該事業のほか、有識者の派遣や地域内公共交通構築検討会などを通じ、
引き続き支援していきます。

ふるさと
振興部

交通政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　4，公共交通の確保について
　(3)　地域バス交通支援事業費補助金の特例期間の恒久
化、主要な観光路線を補助対象とするなど、県独自の新た財
政支援等を講じること。

　県では、新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、地域バス交通支
援事業費補助金に係る補助要件を緩和する特例措置を講じているところで
あり、今後も新型コロナウイルス感染拡大の状況等を踏まえながら、必要な
対応を検討していきます。
　また、地域バス交通支援事業費補助金については、県民の日常生活に必
要不可欠な生活交通路線の維持・確保を目的としていることから、観光路線
は補助対象とはしておりませんが、新型コロナウイルス感染症の影響を受
けている乗合バス事業者に交付した運行支援交付金については、観光路線
で使用する車両を算定基礎に含め、支援を行ったところです。

ふるさと
振興部

交通政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　4，公共交通の確保について
　(4)　地域内フィーダー系統確保維持費補助における補助上
限額の拡大や要件緩和を図ること。

　県では、地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助に係る補助上限額の
拡大及び補助要件の緩和について、国に要望しているところであり、引き続
き、国に対して働きかけていきます。

ふるさと
振興部

交通政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　4，公共交通の確保について
　(5)　バス事業者への補助制度の拡充、補助要件の緩和に
ついて国に働きかけること。 被災地特例に代わる新たな支援
制度の創設を国に働きかけること。

　県では、令和４年度政府予算提言・要望等において、バス路線の維持確
保に係る財政支援の一層強化として、幹線系統における輸送量要件の緩和
や、地域内フィーダー系統において既存路線も対象とする補助要件の緩和
等を国に要望したところです。
　また、国庫補助の被災地特例等については、令和２年度までとされていた
期間の延長等を国に対して強く働きかけた結果、被災地特例については、
県内においては令和３年度まで延長されるとともに、激変緩和措置について
も、当分の間、継続されることとなりました。
　なお、国に対しては、「当分の間」とされている激変緩和措置の令和４年度
以降の継続を国に対して要望しているところであり、今後も引き続き、国に
対して働きかけを行っていきます。

ふるさと
振興部

交通政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　4，公共交通の確保について
　(6)　三陸鉄道及びＩＧＲいわて銀河鉄道の健全運営確保の
ための総合的な支援策を講じること。

　県では、三陸鉄道の持続的な運営を図るため、県及び沿線等市町村が連
携し、三陸鉄道の運営支援や設備投資に係る支援を行うとともに、利用促
進に取り組んでいるところであり、引き続き、三陸鉄道の運営を支えるため、
総合的な支援措置を実施していきます。
　また、ＩＧＲいわて銀河鉄道についても、現在、将来的な車両の更新費用の
積立を沿線市町と連携して行っているところであり、今後も将来の経営予測
などを踏まえ、沿線市町やＩＧＲと協議しながら、必要な支援について検討し
ていきます。
　なお、三陸鉄道及びＩＧＲいわて銀河鉄道は、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大に伴い経営に大きな影響を受けていることから、安全・安定した
運行を維持していくため、今後も引き続き、県及び沿線市町村が連携した運
行支援に取り組んでいきます。

ふるさと
振興部

交通政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　5，デジタル化施策の推進について
　(1)　県電子申請、届出サービスの市町村利用、デジタルデ
バイドの解消に向けたデジタル機器操作講習の全県実施、
外部デジタル人材の自治体間で兼務可能化、収入印紙に代
わる手数料納入環境の整備について検討を行い、自治体の
デジタル化に向けて市町村と協力し取り組むこと。

ふるさと
振興部

科学・情
報政策室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　県手数料の収入環境の整備については、地方自治体のデジタル化が進
行し、各種行政手続のオンライン申請化が検討されている状況に鑑み、現
在証紙制度を維持している多くの道府県の動向も見ながら、いわゆるキャッ
シュレス決済を導入した場合を含めて研究・検討を進めていきます。

出納局 会計課 Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

　県電子申請、届出サービスの市町村利用について、国では、自治体ＤＸ推
進計画において、令和４年度末までに、原則全自治体で、特に国民の利便
性向上に資する31の手続について、マイナポータルからマイナンバーカード
を用いてオンライン手続を可能とする目標が掲げられています。
　県では、全国知事会を通じて、国に対し、マイナポータルを通じて申請可
能となる行政手続の更なる拡大等を要望しています。
　今後は、他県の事例や、令和３年度に実施している市町村の自治体ＤＸの
取組状況調査の結果を踏まえ、県の電子申請・届出サービスを市町村が共
同利用することについて、岩手県電子自治体推進協議会で協議していきま
す。
　次に、デジタルデバイドの解消について、誰もがデジタル化がもたらす恩
恵を享受できる社会の実現に向けて、高齢化率の高い本県では、高齢者な
どのデジタル弱者に対する支援が重要と認識しています。
　国では「デジタル活用支援推進事業」として高齢者のデジタル活用を支援
する講習会を実施していますが、携帯ショップでの開催が大半を占めている
ことから、県では、全国知事会を通じて、国に対し、誰もが身近な場所で、デ
ジタル技術の活用に関する相談や学習を行える体制・環境を整備すること
や、地方自治体が住民を対象に、独自に行うきめ細やかなデジタルデバイド
対策に対して財政的支援を拡充すること等について要望しています。
　また、県としても国の事業の動向等を注視しながら、高齢者向けのデジタ
ル活用支援など、県民のデジタルデバイド解消に向けた取組について検討
していきます。
　次に、外部デジタル人材の自治体間での兼務について、自治体ＤＸの推進
に向けて、デジタルに関する専門知識を生かして地域課題の解決を図ること
ができる外部人材を地方自治体が独自に確保することは大変厳しい状況で
あると認識しています。
　県では、全国知事会を通じて、国に対し、デジタル人材の円滑な確保に向
けた人材バンク制度の創設や地方自治体等が行うデジタル人材育成に対
する支援などを要望しています。
　また、令和３年度に実施している市町村の自治体ＤＸの取組状況調査の結
果などを踏まえ、市町村が外部人材に求める支援等を整理し、デジタル人
材の確保と併せて、市町村におけるＤＸ推進を支援する体制整備やＤＸ人材
の育成を図るための市町村職員を対象とした研修の開催等について検討し
ていきます。
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　5，デジタル化施策の推進について
　(2)　光ファイバーなどブロードバンドや携帯電話、公共無線
LAN 等の情報通信基盤の整備及び利活用の推進を図るとと
もに、条件不利地域などへ十分な配慮を行うよう国に働きか
けること。

　情報通信基盤の整備については、国に対して、県単独及び全国知事会を
通じて、通信事業者が行う情報通信基盤の整備を対象とするよう支援制度
を拡充すること、公設民営で光ファイバを整備した市町村の負担を軽減する
ための維持管理や設備更新等に対する支援制度を創設することを要望して
いるほか、通信事業者に対して事業者自らによる整備を進めるよう働きかけ
を行っています。
　また、公設の光ファイバ網について民間移行を促進するための地方への
支援制度を講じるよう、全国知事会を通じて要望しています。
　なお、公衆無線ＬＡＮについては、インバウンド対策の観点から、宿泊施設
等への整備を支援しているほか、避難所指定された学校等、防災拠点にお
ける整備に関して国が補助を行っています。

ふるさと
振興部

科学・情
報政策室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　5，デジタル化施策の推進について
　(3)　テレビ共聴施設の維持管理運営費や設備・更新に対す
る支援措置を講じると
ともに、 国に対する補助金制度の創設を働きかけこと。 災害
に強い中継局の増設について放送事業者に早期整備を働き
かけること。携帯電話、ラジオの不感・難聴対策に努めるこ
と。

　共聴施設の維持管理及び老朽化対策は重要な課題であり、県では、市町
村が共聴施設の改修や更新に対して補助を行う場合に、地域経営推進費
による補助対象としているほか、国に対し、県単独及び全国知事会を通じ
て、維持管理及び老朽化に伴う更新に対する支援制度の創設等について
繰り返し要望しています。
　災害に強い情報通信基盤については、国に対し、全国知事会を通じて、災
害に強い情報通信基盤・地域公共ネットワークの構築への支援や災害時の
情報収集手段を確保するための支援策を講じるよう要望しているところであ
り、機会を捉えて通信事業者への働きかけについても努めていきます。
　携帯電話の不感地域解消対策については、引き続き、市町村の補助事業
実施要望を踏まえた通信事業者への要望を行うとともに、災害時の重要性
も訴えながら、通信事業者自らによるエリア拡大事業の実施についても働き
かけていきます。
　ラジオ難聴対策については、国の支援制度を活用した市町村や放送事業
者による対策が進められているところであり、県としては、今後も引き続き、
国の制度を活用した市町村の難聴解消の取組を支援していきます。

ふるさと
振興部

科学・情
報政策室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　5，デジタル化施策の推進について
　(4)　マイナンバー制度 について、住民メリットの実感向上に
努めるとともに、市町村の超過負担が生じないように、システ
ムの安定化に努めるよう国に働きかけること。

　マイナンバー制度については、国に対し、県単独及び全国知事会を通じ
て、国民に対する効果的かつきめ細やかな周知・広報を行うこと、情報提供
ネットワークシステムを利用した情報連携が安全かつ円滑に行われるように
国が責任をもってシステムの運営及び監視を行うこと、システム及びネット
ワークの構築や維持管理等の経費に係る地方への新たな負担を生じさせな
いことについて、繰り返し要望しています。
　また、マイナンバーカードの交付が円滑に進むよう、カードの利活用シーン
の拡大やカードの発行手数料については引き続き国が負担することについ
て、全国知事会を通じて要望しています。

ふるさと
振興部

科学・情
報政策室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　5，デジタル化施策の推進について
　(5)　情報クラウド化に取り組む市町村の意向を十分に把握
し、必要な助言、支援を行うこと。

　クラウド化については、これまで国と連携した自治体クラウドをテーマとし
たセミナー等を開催してきたところですが、今後も、自治体クラウドを検討す
る市町村に対する必要な助言のほか、専門的な知識を有するアドバイザー
の派遣など、国の支援制度も活用しながら市町村への支援を行っていきま
す。

ふるさと
振興部

科学・情
報政策室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　6，空き家対策について
　(1)　空き家等の除去や利活用などの対策に必要な財政支
援の拡充、強化及び空き家所有者に対する適正な管理の必
要性に関する啓発をするよう国に働きかけること。

　国では、自治体が行う空家等の除却や利活用などの対策である、空き家
対策総合支援事業について、事業期間を令和７年度までの５年間延長しま
した。
　また、令和４年度は、各種災害により屋根の破損や倒壊等の被害が生じ
た場合、または被害が見込まれる場合の予防的な空き家の除却について
は、空家等対策計画に位置付けた場合、除去後の跡地利用についての要
件を一部適用しないこと等拡充・強化しているところです。
　県では、令和３年度に空き家の利活用による地域振興等様々な施策を推
進するため、各市町村で整備する「空き家バンク」に登録された「空き家」を
取得する費用の一部補助制度を創設し、令和４年度からは取得した空き家
の改修に係る間接補助についても拡充しました。市町村が実施する空き家
住宅取得費用の補助への間接補助ですので、市町村との連携を強化しな
がら取り組んでいきます。
　あわせて、空き家の利活用による地域振興等様々な施策を実施するため
の研修会、マニュアル整備を実施し、市町村を支援していきます。
　空き家の適正管理の必要性に関する啓発については、県ではこれまでセ
ミナーの開催やリーフレットを作成し、啓発活動に努めているところです。
　また、国では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく基本指針
を改正し、空き家となることが見込まれる住宅の所有者等への適切な管理
について注意喚起の必要性を明確にし、所有者に対し効果的に注意喚起を
図る取組についての事例集を作成公表しているところです。
　県としては、国への働きかけについて、県内市町村の空き家の適正管理
に係る取組状況を把握しながら、岩手県空家等対策連絡会議等により、各
自治体から具体的に示される制度上の改善点を把握した上で、要望してい
きます。

県土整備
部

建築住宅
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　7，ILC の誘致実現について
　(1)　ILC 国際科学技術研究圏域の中心となる国際研究拠点
の建設候補エリアを明示して､国際研究機関との連携のもと
準備作業を進めること｡

　県では、令和３年６月及び11月に、ＩＬＣの日本での実現を目指し令和４年
度のＩＬＣ準備研究所の設立に向けて積極的に対応するとともに、政府が主
導し、国際的な議論を推進すること並びにＩＬＣを我が国の科学技術の進展、
産業・情報・技術のネットワーク形成、震災復興、成長戦略、地方創生等の
柱に位置付け、関係省庁横断の体制を強化し、国内議論を加速させるよう
国に対し要望したところであり、引き続き関係機関と連携しながら、日本政府
の主導による国際的な議論の推進と省庁横断の連携体制の強化を国に働
きかけていきます。
　ＩＬＣ実現に向けた準備作業及び受入れに向けた取組については、令和元
年に策定した「地域振興ビジョン」に基づき、生活支援や教育・保育、医療提
供などの受入環境の整備に取り組むこととしており、県においても、医療通
訳者の養成や行政・生活に関するワンストップサービス提供に向けた検討な
どを進めているところです。
 また、本県を含む関係自治体、大学等で構成する東北ＩＬＣ事業推進セン
ターにおいては、建設候補地周辺の道路等社会基盤や生活環境の整備方
針など建設に必要な条件整備等について、ＩＬＣ東北マスタープランも踏ま
え、実務レベルでの調査検討等を進めており、今後も、それぞれの役割分
担の下、受入れに向けた取組を進めていきます。
　県としては、同センターをはじめ、県内市町村や高エネルギー加速器研究
機構（ＫＥＫ）など、関係団体等と一層の連携を図りながら、ＩＬＣの実現に向
け継続的に取り組んでいきます。

ＩＬＣ推進
局

事業推進
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　7，ILC の誘致実現について
　(2)　東北ＩＬＣ事業推進センターや関係自治体と連携し、ＩＬＣ
準備研究所の確実な設立について、関係機強く働きかけるこ
と。

　県では、令和３年６月及び11月にＩＬＣの日本での実現を目指し令和４年度
のＩＬＣ準備研究所の設立に向けて積極的に対応するとともに、政府が主導
し、国際的な議論を推進すること並びにＩＬＣを我が国の科学技術の進展、産
業・情報・技術のネットワーク形成、震災復興、成長戦略、地方創生等の柱
に位置付け、関係省庁横断の体制を強化し、国内議論を加速させるよう国
に対し要望したところであり、引き続き関係機関と連携しながら、日本政府の
主導による国際的な議論の推進と省庁横断の連携体制の強化を国に働き
かけていきます。
　令和４年２月、高エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）は、文部科学省ＩＬＣ
に関する有識者会議の議論のまとめを受けて、国際協力による加速器の開
発研究を行う方針など今後のＩＬＣの進め方について公表し、国際的な機運
の醸成、国内での理解促進活動の強化などに取り組むとしており、県とし
て、引き続き、研究者の活動を支援しながら東北ＩＬＣ事業推進センターをは
じめ、県内市町村やＫＥＫ等と一層の連携を図り、ＩＬＣの実現に向けて全力
で取り組んでいきます。

ＩＬＣ推進
局

事業推進
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　7，ILC の誘致実現について
　(3)　県、関係自治体が担う役割を明示したうえで、ＩＬＣ東北
マスタープランなどに基づく受け入れ向た一層の取り組みを
進めること。

　ＩＬＣ実現に向けた準備作業及び受入れに向けた取組については、令和元
年に策定した「地域振興ビジョン」に基づき、生活支援や教育・保育、医療提
供などの受入環境の整備に取り組むこととしており、県においても、医療通
訳者の養成や行政・生活に関するワンストップサービス提供に向けた検討な
どを進めているところです。
　また、本県を含む関係自治体、大学等で構成する東北ＩＬＣ事業推進セン
ターにおいては、建設候補地周辺の道路等社会基盤や生活環境の整備方
針など建設に必要な条件整備等について、ＩＬＣ東北マスタープランも踏ま
え、実務レベルでの調査検討等を進めており、今後も、それぞれの役割分
担の下、受入れに向けた取組を進めていきます。

ＩＬＣ推進
局

事業推進
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　8，エネルギー対策の推進について
　(1)　2050 年カーボンニュートラルを見据え、市町村と連携し
た再生可能エネルギー導入促進 と地域活性化への取り組み
を推すること。

　県では、全国トップクラスの再生可能エネルギーのポテンシャルを強みとし
て生かし、地域経済と環境に好循環をもたらすグリーン社会の実現に向け、
水素利活用、自立分散型エネルギー、森林の循環利用の３つの方向性で取
り組むこととしており、今後、市町村と連携しながら具体的な取組を推進して
いきます。

環境生活
部

環境生活
企画室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　8，エネルギー対策の推進について
　(2)　北岩手9市町村が連携して行う横浜市との交流拡大に
係る取り組みへ指導助言、支援など特段の配慮を行うこと。

　北岩手９市町村は、再生可能エネルギーの高いポテンシャルを有する地
域であり、「いわて県民計画（2019～2028）」の「北いわて産業・社会革新
ゾーンプロジェクト」では、豊かな地域資源を生かした交流人口の拡大や、
再生可能エネルギー資源を生かした地域振興を図ることとしています。
　なお、プロジェクトの取組を推進するため、北いわて13市町村や企業等の
産学官で構成する連携組織を設立したところであり、今後、北いわてにおけ
る分野毎及び分野横断的な産学官連携のネットワークの構築や地域課題
の解決に繋がるプロジェクト等の企画立案、実践、調査研究などを行うことと
しています。
　引き続き、市町村のお話も伺いながら、地域課題の解決に繋がる取組を
推進していきます。

ふるさと
振興部

県北・沿
岸振興室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　8，エネルギー対策の推進について
　(3)　既存系統の最大限の活用、蓄電池の導入などの電力
系統安定化に向けた施策を推進するよう国に働きかけるこ
と。

　県では、再生可能エネルギーの活用に向けて、送配電網の強化が必要で
あると認識しており、国に対し、「電力系統への連携可能量拡大に向けた送
配電網増強施策の展開」について、継続的に提言・要望しているところで
す。
　蓄電池の導入などによる系統安定化対策についても国主導で実施するよ
う要望しており、今後も、市町村や事業者等の意見を踏まえながら、国に対
し、送配電網の強化を働きかけていきます。

環境生活
部

環境生活
企画室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　8，エネルギー対策の推進について
　(4)　市町村が進める小規模なエネルギーの地産地消 に対
する財政支援措置など十分な支援を講じるとともに、再生可
能エネルギー発電施設の更新・改修・廃棄などに対する支援
制度を創設よう国働きかけこと。

　県では、地域資源を活用した自立分散型エネルギー供給システムの構築
に向けた市町村の計画策定等に要する経費を補助するなど、エネルギーの
地産地消に向けて、市町村の取組を支援しているところです。
　また、発電施設の更新・改修・廃棄については、事業終了後の発電設備を
適正に処理し、リサイクルする仕組みの早期構築について、国に働きかけて
おり、引き続き環境に配慮した再生可能エネルギーの導入促進に努めてい
きます。

環境生活
部

環境生活
企画室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　8，エネルギー対策の推進について
　(5)　洋野、久慈、釜石など洋上風力発電事業の推進するた
め、基地港湾化に向けた港湾整備を早急に行うことなど取り
組みを加速化させること。

　基地港湾化に向けた港湾整備について、促進区域指定の基準を満たす港
湾は、発電設備の規模や諸元等に対応する岸壁やふ頭用地を有することな
どが必要とされています。
　県としては、国の検討会の内容等を踏まえ、県内港湾の基地港湾としての
可能性について検討していきます。

県土整備
部

港湾課 Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

　家庭における温室効果ガス排出量の削減を推進するため、省エネ住宅の
普及促進のための相談事業や普及啓発を実施し、くらしにおける省エネル
ギー化の促進に取り組むなど、県民、事業者総参加による地球温暖化対策
を推進しています。
　県では、くらしにおける省エネルギー化に向けて、省エネ住宅の普及啓発
や相談事業を引き続き実施していきます。

環境生活
部

環境生活
企画室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　県では、農林水産部林業振興課が実施する県産木材利用を推進する住
宅への補助事業と連携し、省エネ性能を有する岩手らしさを備えた岩手型
住宅の新築及び性能向上リフォームに対する支援を進めています。
　また、令和４年度からは「いわて住まいのカーボンニュートラル推進事業」
として、県内工務店や建築士の技術向上を目的とした講習会の実施や、既
存住宅の省エネ化に関する改修費用等について補助制度を創設し、省エネ
ルギー住宅の普及に取り組んでいきます。

県土整備
部

建築住宅
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　8，エネルギー対策の推進について
　(6)　岩手型住宅など省エネの推進と支援拡充を図ること。
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

　県では、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づ
き、第12次鳥獣保護管理事業計画及び第二種特定鳥獣管理計画を策定
し、生物多様性の確保や生息環境の保全等の観点から鳥獣の保護を進め
るとともに、自然生態系や農林業に被害を及ぼしている鳥獣については、市
町村や関係機関と連携を図りながら、モニタリング調査等に基づく適正な個
体数管理や被害防除対策の促進等に取り組んでいます。
　新たな計画となる第13次鳥獣保護管理事業計画及びシカやツキノワグマ
など第二種鳥獣管理計画においても、生息数等についてのモニタリングを
行い、取組の中長期的な視点での評価を行い、その結果を踏まえて計画を
順応的に見直すこととしています。
　鳥獣の管理には市町村をはじめとする関係主体の連携が不可欠であるこ
とから、今後も市町村の現状を踏まえた管理事業の推進に努めます。

環境生活
部

自然保護
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　野生鳥獣による農作物被害を防止するために、市町村で策定している鳥
獣被害防止計画を踏まえながら、有害鳥獣の捕獲や恒久電気柵の設置な
どによる食害等の防止、里山周辺での除間伐などの地域全体で取り組む被
害防止活動への支援を行っています。
　今後においても、鳥獣被害の更なる低減に向けて、市町村や関係団体と
連携しながら、捕獲とともに、食害などから農作物を守り、さらに、集落に寄
せ付けない対策など、鳥獣被害防止対策の充実と強化に努めていきます。

農林水産
部

農業振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　9，鳥獣被害対策 について
　(1)　次期鳥獣保護管理事業計画策定に当たっては、政策状
況や被害状況などを踏まえ、個体群管理、生息環境管理及び
被害防除対策などを強力に推進するとともに、市町村の意見
を十分反映させた実効性ある計画とすること。

－ 19 －



岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

　平成27年度から、狩猟者登録に係る狩猟税は、対象鳥獣捕獲印及び認定
鳥獣捕獲等事業の従事者については免税に、有害鳥獣捕獲の従事者につ
いては、１/２減税となる等の措置がとられています。
　また、捕獲の担い手である狩猟者の確保に向けては、狩猟免許試験に向
けた予備講習会を無料で開催しているほか、受験者の利便性や市町村の
要望を踏まえ、狩猟免許試験の休日開催や県内各地での開催などに取り組
んでいます。
　あわせて、経験の浅い狩猟者の技能向上研修会や、狩猟に関心のある一
般県民を対象とした研修会を受講料無料で開催し、狩猟者の技能向上支援
や新規確保にも取り組んでいるところです。
　今後も、関係機関と連携して新規狩猟者の確保に努めます。

環境生活
部

自然保護
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　県では、令和３年６月に国に対し、有害捕獲活動の上限単価の引上げや、
地域からの要望に応え得る十分な予算の確保を要望したところであり、今後
も様々な機会を捉えて要望するとともに、市町村や関係団体等と連携しなが
ら、鳥獣被害防止対策の強化に取り組んでいきます。
　また、捕獲個体の利活用については、ジビエ活用に関心を示す市町村に
対し、食肉処理施設の整備及び販路拡大の取組に活用できる事業の情報
提供を行うなど、支援をしていきます。

農林水産
部

農業振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　10 ，プラスチックリサイクルの推進について
　(1)　プラスチック使用製品廃棄物処理について、各市町村
において主体的に処理方法の選択が出来るよう国に働きか
けること。プラスチックリサイクルの推進に伴う市町村負担軽
減及び財政支援を国、県が協調して行うこと。

　令和３年６月に公布された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関す
る法律」では、「市町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分
別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とさ
れたところですが、国の動向を注視するとともに、分別回収等に係る市町村
の負担の実態を把握しながら、市町村の過大な負担につながることのない
よう、国に要望していきます。

環境生活
部

資源循環
推進課

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　9，鳥獣被害対策 について
　(2)　狩猟免許取得に対する支援の強化や報酬などに対す
る財政支援など、鳥獣保護管理に携わる人材の確保、育成を
図ること。捕獲固体や食肉加工残渣などの適正処理に対する
支援を拡充すること。

－ 20 －
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(1)　いわて子どもプランの推進に当たっては、実施主体とな
る市町村に対するきめ細やかな支援を行うとともに、十分な財
源の確保を行うよう国に働きかけること。また、県においても
積極的少子化対策取り組むこと。

　いわて子どもプランの推進に当たっては、市町村が取り組む子育てに関す
る相談体制や保育サービスの充実等に係る支援など、引き続き取り組みま
す。
　また、少子化対策の推進に当たっては、結婚を希望する方への出会いの
場の創出や、安全・安心な出産環境の整備、就労形態の多様化に対応した
保育サービス等の充実など、ライフステージに応じた切れ目ない支援を推進
していく必要があることから、地域が取り組む少子化対策について自由度の
高い財政支援の充実を図るよう、引き続き国に対し要望していきます。
　県では、結婚支援、市町村と連携した新婚世帯の住宅支援、産後ケア利
用者の経済的負担軽減、子育てと仕事の両立支援などについて、令和４年
度当初予算案に盛り込んだところであり、出会い・結婚、妊娠・出産、子育て
のライフステージに応じた切れ目のない取組を総合的に推進していきます。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(2)　幼児教育・保育の無償化については、これまでの国と地
方の協議を踏まえ、必要な財源を確実に保するよう国に働き
かけること。

　県では、令和４年度政府予算要望において、子ども子育て支援の量的拡
充と質の向上を図るため、十分な財源を確保するよう国に要望しているとこ
ろです。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(3)　保育士や放課後児童支援員等子育て支援を担う人材
の確保及び資質の向上を図ること。

　県では、保育士の人材確保に向けて、修学資金の貸付けによる保育士の
養成や、保育士・保育所支援センターによる潜在保育士と保育施設とのマッ
チング支援を行っているほか、処遇改善等加算の活用を促進して給与等の
改善を図り、就業と定着を支援しているところです。
　放課後児童支援員の人材確保に向けては、県内全ての放課後児童クラブ
において国が定める職員配置基準を満たすことができるよう、計画的に認定
資格研修を実施をしてきたところです。
　資質の向上については、保育士等を対象に、県と教育委員会が連携しな
がら、例年、年間を通じて、職務内容に応じた専門性や、指導技術・保育技
術の向上を図る研修を実施しているほか、放課後児童支援員を対象に資質
向上のための研修を実施しているところです。
　これらの取組を推進しながら、引き続き、保育士や放課後児童支援員等の
人材確保、資質の向上に努めていきます。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(4)　児童虐待防止対策については、市町村、関係機関との
適切な役割分担及び連携の推進を図るとともに、児童福祉士
の増員・適正配置など県の支援体制の一層の充実強化を図
ること。

　児童虐待防止対策を一層推進するため、市町村要保護児童対策地域協
議会を中心とした児童虐待の予防、早期発見、早期対応が充実されるよう、
同協議会の調整担当職員の対応力向上のための研修や市町村子ども家庭
総合支援拠点の設置について助言を行うなど、市町村の取組を支援してい
きます。
　また、年々増加する児童虐待相談に対応するため、児童福祉司等専門職
員の増員に努めているところであり、引き続き、児童福祉司等を担える専門
職員の計画的な確保に努め、児童相談所の体制強化を図るとともに、児童
福祉司任用後研修やスーパーバイザー養成研修の継続実施等により、児
童虐待対応力の充実強化に努めていきます。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(5)　不妊治療に対する支援の充実と県内企業への啓発や
理解促進を図ること。

　令和４年度からの保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けて
いる者の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一連の治療に対し
て、経過措置として助成金を支給することとしています。
　また、「いわて子育てにやさしい企業等認証」の認証基準に、子育て支援
に係る取組の１つとして、不妊治療等の従業員が望む妊娠・出産を実現す
るための休暇制度等の措置を盛り込み、企業等の取組の促進を図っていま
す。
　今後とも、企業等に対し、不妊治療休暇制度の導入など、仕事と治療を両
立できる環境の整備を働きかけていきます。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　県では、仕事と子育ての両立支援を促進するため、「いわて子育てにやさ
しい企業等認証」の認証基準に、子育て支援に係る取組の１つとして、職場
等における搾乳や授乳のための環境の整備を盛り込み、企業等の取組の
促進を図っています。
　今後とも、企業等に対し、御提言の趣旨を踏まえた子育てにやさしい職場
環境づくりを働きかけていきます。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　県では、仕事と生活を両立できる環境づくりを促進するため、「いわて働き
方改革推進運動」の展開により、休暇制度や各種手当などの雇用・労働環
境の改善について普及啓発を行っているところです。
　また、いわて働き方改革アワードにおいても、育児休暇をはじめとする企
業の子育て支援の取組を推奨、支援しているところであり、いわて子育てに
やさしい企業等認証制度の取組とも連携しながら、企業の働き方改革の取
組を支援していきます。

商工労働
観光部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(6)　職場復帰の際の母乳育児と仕事の両立について、県内
企業への啓発や理解促進を図ること 。
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(7)　医療的ケアが必要な児童生徒やその家族への切れ目
のない支援のため、医療、保健、福祉、教育、商工等の関係
機関との連携を強化し、人材確保育成等支援体制の充実を
図ること。

　県では、医療、保健、保育、教育等の関係者を委員とした「重症心身障が
い児・者及び医療的ケア児・者支援推進会議」を設置し、医療的ケア児やそ
の御家族への切れ目ない支援のための具体的な方策について議論を行っ
ています。
　また、市町村（圏域）においても、地域の各分野が連携する協議の場を設
置し、医療的ケア児が適切な支援が受けられるよう取り組んでいます。
　さらに、令和４年度当初予算案に「医療的ケア児及びその家族に対する支
援に関する法律」に基づく「医療的ケア児支援センター」の運営経費を計上
したところであり、支援センターにおいて、各分野の関係機関との連絡調整
等を図りながら、医療的ケア児及びその家族に対する支援を行うこととして
います。
　今後も、こうした協議の場における支援方法の検討や、医療的ケア児支援
センターにおける関係機関と連絡調整などを通じ、関係機関との連携強化を
図っていきます。
　加えて、看護師等を対象にした医療的ケア児を含む重症心身障がい児等
支援者養成研修のほか、相談支援専門員等を対象にした医療的ケア児等
コーディネーター養成研修等を実施しており、引き続き、人材育成の面から
も医療的ケア児支援体制の充実を図っていくこととしています。

保健福祉
部

障がい保
健福祉課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

  県教育委員会が開催している就学・支援に関して審議等を行う教育支援
委員会や保健福祉部主催の重症心身障がい児・者及び医療的ケア児・者
支援推進会議などに出席された医療関係者やその他の関係機関の方々
と、学校に在籍する医療的ケアが必要な児童生徒について、協議や情報交
換を行い、連携・協力体制の推進を図っています。

教育委員
会事務局

学校教育
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　県では、令和２年度に作成した「ダブルケアガイドブック」を活用し、ダブル
ケアの社会的認知度の向上や支援者の理解醸成等に取り組んでいるほ
か、令和３年度は、ダブルケアの現状と支援について理解を深めていただく
ための研修会を、県公式ホームページを通じたオンデマンド配信により開催
したところです。
　今後も、こうした取組により、ダブルケア支援の充実に努めていきます。

保健福祉
部

地域福祉
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　県では、県内企業における仕事と生活を両立できる環境づくりを促進する
ため、「いわて働き方改革推進運動」の展開により、休暇制度や各種手当な
どの雇用・労働環境の改善について普及啓発を行っているところです。
　また、テレワーク等柔軟な働き方の実現に向けた取組に係る経費の補助
や、いわて働き方改革アワード表彰による女性活躍・子育て支援等の優良
事例の普及などを行い、保健福祉部の取組とも連携しながら企業の働き方
改革の取組を支援していきます。

商工労働
観光部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(8)　ダブルケア対策について、一層の取組促進を図ること。
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(9)　ヤングケアラーについて、実態把握に努めるととも に、
子供の貧困対策支援体制の強化と一層取り組み促進を図る
こと。

　ヤングケアラーの実態把握については、既に学校が把握している家庭状
況や普段の子どもの様子からヤングケアラーと思われる子どもをスクリーニ
ングし、市町村要保護児童対策地域協議会との情報共有や関係機関による
支援につなげていく体制の構築を進めていきます。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　11 ，子ども子育て支援及び 女性活躍の支援について
　(10)　「いわて女性の活躍促進連携会議」や産学官連携サテ
ライトミーディングの一層取組促進を図ること。

　県では、官民連携組織である「いわて女性の活躍促進連携会議」を設置
し、女性活躍のための経営者セミナーや女性のキャリアアップセミナーを開
催しているほか、防災、子育て支援、女性の就業促進、農山漁村、建設の５
つの部会を設置し、分野ごとに意見交換や現地調査、研修会などの取組を
進めてきたところです。
　また、令和２年度に新たに設置した産学官連携サテライトミーティングは、
県内の産業界、大学、市町村の若手メンバーを構成員とし、女性の意識改
革や人材育成の在り方、企業風土とトップの意識改革、ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進などをテーマとして、情報共有や意見交換を行い、交流を深めた
ところであり、女性活躍に関わる活動が広がっていくことを期待しています。
　引き続き、いわて女性の活躍促進連携会議や産学官連携サテライトミー
ティングなどの取組を通じて、様々な分野において女性が持てる能力をより
一層発揮し、活躍できる環境の整備に努めていきます。

環境生活
部

若者女性
協働推進
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(1)　県立病院の常勤医の配置確保、施設・設備の充実強
化、全県単位の医療情報連携ネットワークの構築等ＩＣＴを活
用した連携体制の推進など、診療体制の充実を図ること。 医
療施設及び社会福祉等の耐震化を早急に進めるとともに、老
朽化による建て替えや改修に対し、十分な財政措置を講じる
こと。

　全県単位の医療情報連携ネットワークの構築については、開設者が異な
る連携施設間における患者同意の取得方法など、統一的な運用ルールの
整備が課題と考えています。県としては、国が検討を進めている全国的な保
健医療情報ネットワークの動向を注視しつつ、全県的な医療情報連携体制
の構築について、検討していく考えです。
　医療施設に係る耐震化については、厚生労働省が所管する「医療施設等
耐震整備事業」による政策医療を担う民間病院等に対する補助制度や国土
交通省が所管する「住宅・建築物安全ストック事業（社会資本整備総合交付
金等）」による病院等の公共建築物に対する補助制度があることから、耐震
基準を満たしていない医療施設に対して、これらの補助金等を活用しなが
ら、速やかに耐震改修を行うよう助言を行っているところです。
　また、老朽化による建て替えや改修については、医療施設近代化施設整
備事業により対応してきており、今後も引き続き、国に対して十分な予算を
確保するよう要望しています。

保健福祉
部

医療政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　医師の増員については、岩手県立病院等の経営計画〔2019-2024〕におい
て、増員のための主な取組として、引き続き、関係大学等に対する医師派遣
要請や即戦力医師の招聘活動の推進に加え、奨学金養成医師が県立病院
に勤務しながら専門医の資格取得が可能なプログラムを積極的に活用する
ことにより臨床研修後の早期の義務履行の促進を図ることとし、経営計画の
中間見直し案において、６年間で81名の増員を計画しているところです。
　令和２年度は、常勤医師11名の増員計画に対し、10名と、ほぼ計画通りの
増員となったところであり、令和３年度については、常勤医師11名の増員計
画に対し、令和４年１月現在で21名の増員となっているところです。
　また、令和元年度から医師事務作業補助者（医療クラーク）を増員し、医師
の勤務環境の改善を進め、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいるとこ
ろです。
　県においては、このような医師確保対策の取組を着実に行い、医師の確
保に努めていきます。
　施設・設備の充実強化については、医療局では、県立病院等において良
質な医療を持続的に提供していくため、「岩手県立病院等の経営計画
〔2019-2024〕」において施設毎の劣化状況を踏まえ計画的に改修を進める
こととしています。
　県立病院の26施設全てにおいて、耐震基準を満たしています。

医療局 医師支援
推進室

経営管理
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(2)　養成医師のキャリア形成の支援及び医師不足が深刻な
市町村に対する計画的な配置・派遣、市町村の取り組みに対
する支援を行うこと。

　県では、奨学金制度により医師の絶対数を確保し、養成医師の計画的な
配置調整を行うことにより、医師不足の解消等に努めており、キャリア形成
と義務履行の両立を図るため、県立病院長経験者である医師支援調整監に
よる面談等を通じて養成医師の支援を行っています。また、今後も即戦力医
師の招聘や医師の養成等を通じて、市町村の支援に努めていきます。

保健福祉
部

医療政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(3)　新医師確保総合対策などにより増員された大学医学部
における医師養成数を恒久的な措置とするよう国に働きか
け、継続医師養成を図ること。

　県では、国に対して大学医学部養成数増の恒久化について毎年度要望を
行っており、令和４年度までは本県唯一の医育機関である岩手医科大学の
定員の維持が認められ、これに伴う地域枠も確保されています。

保健福祉
部

医療政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(4)　看護師等医療従事者の就労環境改善策を講じるととも
に、適正配置対策を一層推進すること。また、県内看護職員
養成施設卒業生の県内就業率向上や離職防止、Ｕターンの
促進などの取り組みを進めること。

　県では、医療従事者が働きやすい職場環境づくりの取組を推進するため、
岩手県勤務環境改善支援センターを設置し、医療機関に対して社会保険労
務士等のアドバイザーや研修講師の派遣、勤務環境改善に資する設備整
備などの支援に取り組んでいるところです。
　また、看護職員の安定的な確保と定着を図るため「いわて看護職員確保
定着アクションプラン」に基づき、中学生・高校生看護進学セミナーや看護職
員修学資金貸付制度、ナースセンターによる再就業支援などに取り組んで
いるところです。
　今後も、医療従事者の勤務環境改善に向けた取組が推進されるよう、各
医療機関に対して必要な支援と啓発を行っていくほか、看護職員の確保と
定着に努めていきます。

保健福祉
部

医療政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(5)　地域包括ケアシステム構築に向けた市町村の取り組み
について、国及び県の支援体制を強化すること。

　令和７(2025)年までに、地域包括ケアシステムを段階的に構築・深化・推進
を図るため、県では「いわていきいきプラン(2021～2023)」に基づき、保険者
機能の強化、生活支援及び地域包括支援センターの充実・強化に向けて、
人材養成や資質向上に係る研修や専門職・アドバイザー派遣等の支援を
行っています。
　また、地域包括支援センターの人員体制の充実・強化に向けた新たな財
政措置及び地域支援事業の多様な担い手の育成支援等について、国に要
望を行っています。
　今後も引き続き、国や関係機関と連携し、地域の実情に応じた地域包括ケ
アの取組が推進されるよう、市町村の伴走支援に取り組んでいきます。
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(6)　子どもの医療費助成については、引き続き拡充を行うこ
と。医療費助成制度に係るオンライン申請の基盤整備を検討
すること。国の制度として無償化を実施するよう働きかけるこ
と。

　県では、人口減少対策としての総合的な子育て支援施策の一環として、厳
しい財政状況にはありますが、市町村等と協議の上、助成対象を小学校卒
業の入院まで拡大してきたほか、令和元年８月からは、現物給付の対象を
「未就学児」から「小学生」まで、令和２年８月からは、更に「中学生」まで拡
大したところです。
　子ども医療費助成の対象範囲を更に拡充する場合、多額の財源を確保す
る必要があり、本県では、県立病院等事業会計負担金が多額になっている
という事情もあることから、その実施については、今後、国の動向を注視しな
がら、県の医療・福祉政策全体の中で、総合的に検討する必要があると考
えています。（Ｃ）
　総合的な子育て支援については、「岩手県ふるさと振興総合戦略」を展開
していく上で重要な施策でありますが、子どもの医療費助成は、本来、自治
体の財政力の差などによらず、全国どこの地域においても同等の水準で行
われるべきであり、これまで、県の政府予算提言・要望において、全国一律
の制度を創設するよう要望してきたところであり、全国知事会からも同様の
要請を行っています。（Ｂ）
　現在、医療費助成制度の受給者証の交付申請や給付申請書について
は、各市町村の窓口または郵送で手続きを受け付けているところです。
　オンライン申請の導入については、各市町村におけるオンライン申請に対
するニーズを確認するとともに、国のデジタル・ガバメントの取組状況なども
踏まえながら研究していきます。（C)

保健福祉
部

健康国保
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(7)　子ども救急相談電話受付時間の延長を図ること。

　小児救急医療電話相談事業については、これまで19時から23時までの間
において対応してきたところですが、さらなる保護者の不安・負担の軽減を
図るため、引き続く23時から翌朝8時までの深夜の時間帯に、受付時間を拡
大する方向で関係機関と調整しており、令和4年7月からの運用開始を目指
しています。

保健福祉
部

医療政策
室
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(8)　次期保健医療計画策定に向け、住み慣れた地域の中
で安心して出産できる医療提供体制の検討を早急に進めるこ
と。周産期医療を担う医療従事者の育成・確保や地域偏在解
消を強力に推進すること。

　県では、奨学金制度により医師の絶対数を確保し、養成医師の計画的な
配置調整を行うことにより、医師不足の解消等に努めており、特に産科・小
児科を選択した養成医師が地域周産期母子医療センター等で勤務に専念
できるよう配置特例を設け、さらに令和２年度からは医療局奨学資金に産婦
人科特別枠を設けており、本制度について周知を図り、産科医等の養成の
取組を強化し、医師の偏在解消を進めていきます。
　看護職員については、安定的な確保と定着を図るため「いわて看護職員
確保定着アクションプラン」に基づき、中学生・高校生看護進学セミナーや看
護職員修学資金貸付制度、ナースセンターによる再就業支援などに取り組
んでいるところです。
　また、これまで限られた医療資源の下で、効率的かつ質の高い周産期医
療を提供するため、国の指針を踏まえ、県内４つの周産期医療圏を設定し、
周産期母子医療センター等の医療機関の機能分担と連携の下、分娩リスク
に応じた適切な医療提供体制の整備を進めてきたところです。
　今後、次期保健医療計画策定に向け、令和４年度から検討を開始すること
としており、改めて受療動向を確認するとともに、関係学会から出されている
提言や医師の働き方改革への対応にも十分配慮しながら、人口動態、医療
資源の動向などを踏まえ、中長期的視点から質の高い安全な周産期医療を
適切に提供していくための周産期医療圏の在り方など、医療提供体制の検
討を行っていきます。

保健福祉
部

医療政策
室

Ｂ　実現
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(9)　院内助産、助産師外来の取組促進を図ること。

　院内助産等の取組については、医師の負担軽減や妊産婦の多様なニー
ズに対応する上で有効であると考えており、その取組の促進や院内助産、
助産師外来等を担う人材の育成・確保が重要と認識しています。
　県では、この人材育成・確保の更なる取組を進めるとともに、これまで県周
産期医療協議会等において、助産師の人材確保や活用策などの議論を
行ってきたところであるが、引き続き同協議会等において意見を伺いなが
ら、院内助産や助産師外来も含めた周産期医療体制の検討を進めていきま
す。
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(10)　妊産婦の宿泊対応や24時間相談への対応、広域連携
等、地域における産前産後サポートや産後ケア体制の充実を
図ること。

　宿泊を伴う支援や、24時間相談可能な体制の整備するためには、地域で
妊産婦を支援する人材や機関の確保が課題であると認識しています。
　県内において、産前産後サポート事業や産後ケア事業を実施する市町村
は徐々に拡大しているところであり、県としては、保健所単位で開催している
母子保健に関する連絡調整会議の場を活用し、市町村と意見交換を行いな
がら、地域の実情に応じて取り組むことができるよう助言を行うほか、産後
ケア事業の事例集を作成・配布するなど、事業実施市町村の拡大に取り組
んできたところです。
　また、令和４年度から、産後ケア利用者が負担する利用料を市町村が無
償化した場合、その経費について県から市町村に対し補助を行う「産後ケア
利用促進事業費補助」を実施することとしたところであり、産後ケア利用者の
経済的負担を軽減し、支援を必要としている方が適切な支援を受けられる
体制づくりに取り組みます。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(11)　妊産婦医療費助成について、母子健康法に規定する
妊産婦の定義を踏まえ、助成期間を母子手帳交付から産後１
年までとすること。

　妊産婦医療費助成は、全国で本県を含む４県のみで実施しているところで
あり、一部の県では妊産婦特有の疾病に限定して助成するところもある中、
本県は疾病の制限を設けず、妊娠中期から産後１ヶ月までに受けた医療を
幅広く助成対象としており、安全・安心な出産環境の整備に寄与していると
ころです。
　助成期間を拡大した場合、特に妊娠初期の妊婦に対する適正な医療が確
保されるなど一定の効果が見込まれる一方で、県、市町村のいずれも多額
の財源を確保する必要があり、本県では、県立病院等事業会計負担金が多
額になっているという事情もあることから、小児・周産期医療提供体制の充
実など、県でしか成し得ない広域的な支援・調整を通じて、安全・安心な子
育て環境の整備に努めていく必要があると考えています。

保健福祉
部

健康国保
課

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(12)　産後ケア事業の市町村連携体制の構築支援、連携施
設への運営費及び広域的な利用者への費用補助など産後ケ
ア事業の充実強化を行うこと。

　県では、保健所単位で開催している母子保健に関する連絡調整会議の場
を活用し、市町村の移行を踏まえ、地域の実情に応じて取り組むことができ
るよう助言するなど市町村を支援していきます。
　また、令和４年度から、産後ケア利用者が負担する利用料を市町村が無
償化した場合、その経費について県から市町村に対し補助を行う「産後ケア
利用促進事業費補助」を実施することとしたところであり、産後ケア利用者の
経済的負担を軽減し、支援を必要としている方が適切な支援を受けられる
体制づくりに取り組みます。
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(13)　介護従事者の養成や処遇改善の為に地域医療介護
総合確保基金の拡充を国に働きかけるなど、介護サービスを
支える介護人材の確保に引き続き取り組むこと。

　県は、これまで国に対して、介護従事者の処遇改善を図るための適切な
水準の介護報酬の設定など、介護人材確保対策を一層拡充するとともに、
地域医療介護総合確保基金の財源を十分に確保するよう要望してきたとこ
ろであり、令和４年２月から９月までの間、介護職員の収入を３％程度（月額
9,000円）引き上げるための措置が講じられたところです。令和４年10月以降
については、臨時の報酬改定により、引き続き財政措置が講じられることと
なっています。
　また、県では、介護人材の確保・育成・定着に向けて、「参入の促進」、「労
働環境・処遇の改善」及び「専門性の向上」の観点から、修学資金の貸付や
求職者と求人側とのマッチング支援、労働環境や処遇の改善を促進するセ
ミナーの開催、資格取得や介護ロボット等の導入の支援などに取り組んで
いるところです。このほか、市町村等が行う、介護の仕事への理解促進に向
けた取組や新人職員を対象とした介護の知識、スキルの習得を目的とした
取組等に補助するなど、市町村等の主体的な取組を支援しており、引き続
き、介護人材の確保に取り組んでいきます。

保健福祉
部

長寿社会
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(14)　介護保険制度の運営について、制度が将来にわたり
安定したものとなるよう保険料と国・地方の負担のあり方を含
め早急に必要な改善を図ること。

　高齢化の進展に伴う介護サービス受給者の増加や介護基盤整備の促進
等に伴い、介護給付費全体が増大し、地方公共団体の介護保険財政を圧
迫することが懸念されることから、県では国に対して、公費負担割合の見直
しの検討や被保険者の負担が過大にならないよう、保険料の上昇抑制のた
めの支援策を講じるよう要望しているところであり、引き続き、要望を行って
いきます。

保健福祉
部

長寿社会
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(15)　国の母子保健衛生費補助金の基準額を超えた事業費
についての県の補助拡充、次期国保総合システム更新に当
たっては、市町村に追加的な財政負担が生じないよう十分な
財政措置を講じるよう国に働きかけること。

　次期国保総合システムの更新に当たっては、システムのクラウド化等、多
額の初期費用が見込まれることから、市町村保険者に財政負担が生じるこ
との無いよう、国の責任において必要な財政支援を講じるよう、全国知事会
を通じて要望してきたところであり、令和４年度予算案においては54億円の
国庫補助が計上されたところです。
　令和５年度においては約100億円の費用不足が見込まれると聞いているこ
とから、令和４年度と同様に、必要な財政支援を講じるよう、全国知事会等
を通じて国に要望していきたいと考えています。
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(16)　障がい者・障がい児が自立した日常生活が出来るよう
地域生活支援事業などについては、予算額を確保するよう国
に働きかけるとともに、県においても必要な予算措置を講じる
こと。

　地域生活支援事業費については、障害者総合支援法により、予算の範囲
内での補助事業とされており、費用の100分の50以内を国が、100分の25以
内を県が補助することができるとされているところですが、国から交付される
補助金額が、県や市町村の所要額を下回っていることから、県負担分も含
め、やむなく市町村に対する補助を割り落して執行している状況です。
　県としては、地域のニーズに基づき必要な事業が実施できるよう、十分な
財政措置について、政府予算提言・要望において要望を行っています。
　また、全国知事会からも同様の要望を行っており、今後も機会を捉えて国
に対し、要望していきます。

保健福祉
部

障がい保
健福祉課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(17)　子ども、ひとり親家庭及び重度心身障がい者医療費助
成事業の給付対象を拡大するとともに、地方単独事業に対す
る国庫負担金及び普通調整交付金の減額算定措置について
見直すよう国に働きかけること。

　医療費助成の給付対象を拡大する場合、多額の財源を確保する必要があ
り、本県では、県立病院等事業会計負担金が多額になっているという事情も
あることから、今後、国の動向も注視しながら、県の医療・福祉政策全体の
中で、総合的に検討する必要があると考えています。
　地方単独医療費助成事業の現物給付化に対する国庫負担金等の減額調
整措置の廃止については、これまでも国に対し、県の政府予算提言・要望な
どにおいて要望しているところであり、引き続き要望を継続していきます。

保健福祉
部

健康国保
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　12 ，地域保健・医療・福祉対策の推進について
　(18)　自殺防止対策強化の為、人材の育成や相談支援体制
の整備等、市町村への取り組みに対する支援を行うこと。

   本県では、改正自殺対策基本法に基づき、全ての市町村において、自殺
対策計画を策定し、自殺防止対策に取り組んでおり、県では、市町村が実
施するゲートキーパー養成や相談支援等にかかる経費に対して、地域自殺
対策強化交付金を活用し、財政支援を行うとともに、精神保健福祉センター
や保健所が人材育成や相談支援体制の充実等に対して技術的支援を行っ
ています。
　今後も、相互に連携し、包括的な自殺対策を推進していきます。

保健福祉
部

障がい保
健福祉課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(1)　新規就農者への支援事業に対する助成措置の拡大な
ど。兼業農家など小規模な農業者も含めた新たな担い手確
保・育成対策を推進するとともに、いわて地域農業マスタープ
ラン実践支援事業の充実強化を図ること。

　県では、新規就農者の育成及び就農後の早期経営安定に向け、農地や
農業機械などの初期投資については、農地中間管理事業、青年等就農資
金、経営体育成支援事業などのほか、岩手県農業公社の担い手育成特定
資産事業により支援しているほか、就農前の研修や経営確立時期の取組に
ついては、国の農業次世代人材投資事業により支援しています。
　また、令和４年度に創設される「新規就農者育成総合対策」では、新たに
経営発展のため導入する機械・施設等の導入を支援する補助事業が創設さ
れるなど、新規就農者に対する支援は拡大しています。
　今後とも、地域と連携しながら新規就農者の早期経営安定に向けて支援
していくとともに、国に対し、今後も事業の継続と予算の十分な措置等を要
望するほか、独自の支援策についても検討していきます。
　いわて地域農業マスタープラン実践支援事業については、地域農業の中
心となる経営体の規模拡大や、体質の強い園芸・畜産等の産地づくりを進
める上で重要な事業と考えています。
　このため、令和４年度以降も引き続き、中心経営体の育成や産地の拡大
に向け、必要となる機械・施設等の整備を支援できるよう、事業の充実・強
化に努めていきます。

農林水産
部

農業普及
技術課

農業振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(2)　農業・農村を支える多様な人材や集落組織の育成、生
産を支える技術の開発・普及など、農業改良普及事業の推進
を図ること。

　県では、令和元年度から、各農業改良普及センターに、大規模経営体へ
の経営支援等を行う経営指導課、関係機関・団体等と連携し生産部会等の
主体的な活動を支援する産地育成課、市町村と連携した農村地域の課題
解決等を行う地域指導課を設置するなど、普及指導体制を強化したところで
す。
　また、普及活動の高度化を担う農業革新支援担当が中心となり、試験研
究機関と連携しながら、生産力の向上やスマート農業の推進、高度な生産
管理手法の導入など、新たなニーズの対応できる農業普及員の育成にも取
り組んでいます。
　今後とも、市町村や農業関係団体と緊密に連携しながら、地域農業の一
層の充実・強化に努めていきます。

農林水産
部

農業普及
技術課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(3)　米の需要拡大と生産者に対するきめ細やかな情報提供
を行い、地域農業再生協議会への十分な財政支援を講じるよ
う国に働きかけるとともに、水田活用の直接支払い交付金に
係る所要額を継続的に確保すること。

　県では、これまで国に対し、国全体で主食用米の需給と価格安定が図られ
るよう、実効性のある推進体制を確立するとともに、水田活用の直接支払交
付金を恒久的な制度とすること、米の需給対策に必要な予算を十分に措置
することを要望しており、令和３年度も６月及び12月に要望を行ったところで
す。
　引き続き、岩手県農業再生協議会と各地域農業再生協議会との意見交換
等を通じて、生産者への情報提供を図りながら、需給安定に向けた取組を
進めていきます。

農林水産
部

農産園芸
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(4)　日本型直接支払制度について、人材の確保及び事務
負担軽減を図るとともに、必要な財源を確保するよう国に働き
かけること。

　県では、市町村や関係団体と連携し、各集落に対し広報誌やパンフレット
の配布を通じ、制度内容の周知に努めてきたところです。
　今後も、市町村等と連携し、共同活動を担う人材の確保や取組面積の一
層の拡大を図っていきます。
　また、市町村からの要望を踏まえ、平成27年度から毎年度、日本型直接
支払制度予算の十分な確保や事務負担の軽減等について国へ要望してい
るところであり、今後も機会を捉え国に働きかけていきます。

農林水産
部

農村建設
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(5)　水田転換緊急対応助成の継続及び対象作物の拡大を
図ること。

　水田転換緊急対応助成は、国の都道府県連携助成に対応する事業として
令和３年度から実施しており、令和４年度についても、予算措置されたところ
です。品目については、高収益作物の野菜及び雑穀、転換品目として生産
者が取り組みやすい飼料用米を対象としており、他の品目については、国
事業等で助成制度が確保されているため、今回対象作物の拡大は見送って
いるものです。

農林水産
部

農産園芸
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(6)　国際水準のＧＡＰ認証取得の推進など消費者から信頼・
支持される安全・安心な農林水産物の生産体制の強化を図る
こと。

　県は、県産農産物の評価向上につなげるため、ＧＡＰ指導員の養成や関
連研修会の開催等、ＧＡＰの導入と普及拡大に取り組んできたところです。
　これにより、県内では、岩手県版ＧＡＰ確認登録やＧＡＰ認証を取得した農
場が増加しています。
　国においては、国際水準のＧＡＰの取組を推進していく方針であることか
ら、県は、これに対応した岩手県版ＧＡＰ確認制度の在り方について見直し
を検討しているところです。
　引き続き、県産農産物の安全性を高め、消費者等から信頼される産地を
目指すとともに、持続的な農業生産が確保されるよう、ＧＡＰの取組を推進し
ていきます。

農林水産
部

農業普及
技術課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(7)　6次産業化、ブランド化、高付加価値化を図り国内外へ
の販路拡大を積極的に進めること。

　県では、県産農林水産物の付加価値を高めるとともに、消費者や実需者
の評価・信頼の向上を図り、国内外に販路を広げるため、６次産業化による
発信力のある特産品開発等を促進するとともに、品質や美味しさにこだわっ
た県産農林水産物をトップセールスや各種メディアを活用して積極的に情報
発信等を行っているところであり、引き続き、取り組んでいきます。

農林水産
部

流通課 Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(8)　農地中間管理機構からの市町村への業務委託につい
て過大な事務負担が生じないよう必要な措置を講じるととも
に、機構集積協力金について国において所要額を確保するよ
う働きかけること。

　農地中間管理事業の実施に当たっては、市町村と機構が連携・協力した
取組が重要であり、事業の推進や地権者との調整などの機構業務を全市町
村に受託していただいています。
　機構においては、県内各地に農地コーディネーターを17名配置し、農地の
マッチング等の調整を行い、また、市町村等関係機関・団体で構成する「人・
農地問題解決加速化推進チーム」においては、事業推進等を行っているとこ
ろであり、今後とも、本事業が円滑に推進されるよう、関係機関と緊密に連
携していきます。
　機構集積協力金の所要額の確保については、令和３年６月に国に対して
要望を行ったところであり、今後も機会を捉えて国が責任を持って必要な予
算を十分に措置するよう働きかけていきます。

農林水産
部

農業振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(9)　農業水利施設の長寿命化の為の維持・管理・更新対策
の充実及び農業農村整備事業の着実な推進のための予算を
確保するよう国に働きかけること。

　県では、農業水利施設の維持・管理・更新について、基幹水利施設管理事
業や多面的機能支払交付金、基幹水利施設ストックマネジメント事業等の
国の補助　事業や、県単独の事業（県有農業用ダム施設管理強化事業）等
によって対応しているほか、国営造成施設以外の管理に対する支援制度の
創設について国に要望しているところです。
　また、農業農村整備事業関係予算の十分な確保について、継続して国へ
要望しているところであり、今後も機会を捉え国に働きかけていきます。

農林水産
部

農村建設
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(10)　農山漁村再生可能エネルギー法に基づき、市町村に
再生可能エネルギーの導入が促進されるよう支援措置を講じ
ること。

　県では、市町村が当該法律に基づき、再生可能エネルギー発電の促進に
よる農山漁村の活性化に関する方針等の検討のために設置する協議会へ
の参画等を通じて、技術的な助言、導入支援措置の紹介、県が許可権限を
有する規制の情報提供等を実施してきたところです。また、法に基づく発電
設備の整備が円滑に進むよう、関係許認可事務の担当部局間で情報共有
を行っています。
　今後も、市町村の当該法律に基づく基本計画の策定等に向けた取組に対
し、支援を行っていきます。

農林水産
部

農林水産
企画室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(11)　一次産業現場でのデジタル技術の利活用能の推進を
図ること。

　農業のデジタル化への取組として、これまで、トラクター等の自動操舵や、
施設野菜の高度環境制御技術、ドローンを活用した病害虫防除等、スマート
農業技術の普及を進めています。また、令和２年度から県北地域での普及
を目指し、中山間地や傾斜地でも活用できるよう、県北農業研究所にＧＰＳ
の位置情報を数センチの精度で補正して利用できるＲＴＫ基地局を設置し
て、トラクターの自動操舵の実証などの取り組みを進めています。
 　また、国の農業データ連携基盤―ＷＡＧＲＩのデータベースを充実、強化
し、本県農業に有効活用していくため、農業研究センターなどが有する土壌
データやスマート農業技術の実証データ等の提供を進めています。今後も、
国と連携しながら、スマート農業技術やさまざまな農業データを共有、活用し
た生産性の高い魅力ある農業の実現に向け、積極的に取り組んでいきま
す。

農林水産
部

農業普及
技術課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(12)　畜産・酪農対策として畜種ごとに応じた経営安定化対
策の充実・強化を図るとともに、豚熱をはじめ家畜防疫対策を
強化すること。

　国の経営安定対策について、ＴＰＰの協定発効に伴い、平成30年12月に
「肉用牛肥育経営安定交付金制度」などが法制化により恒久的な制度と
なったところであり、また、県では、国の「肉用子牛生産者補給金制度」や
「肉豚経営安定交付金制度」の生産者負担金に対する支援を行い、引き続
き、畜産農家の経営安定に向けた支援に取り組みます。
　さらに、豚熱や高病原性鳥インフルエンザの発生防止を図るため、飼養衛
生管理基準の遵守指導や豚熱ワクチン接種を実施するとともに、農場のバ
イオセキュリティ向上対策を支援し、家畜防疫対策を強化します。

農林水産
部

畜産課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(13)　トップモデル事業並みの施設野菜ハウス整備の資材
費補助上乗せを復活させるよう取り組むこと。

  本事業は、平成30年度から令和２年度までの３か年で、「野菜販売額１億
円計画」を策定した取組主体に対し、市町村と協調しながら、国庫事業と併
せた補助を実施することで、大規模な野菜産地のモデルを育成し、この取組
を各地域へ波及していくことを目的として実施したものです。
  県としては、この事業により整備したモデルが地域の核となるよう、各関係
機関・団体で組織した「集中支援チーム」による技術的なサポート等を継続
するとともに、規模拡大等を目指す生産者に対しては、引き続き、国庫事業
等の活用を支援していきます。

農林水産
部

農産園芸
課

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の
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回答室課
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反映
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　県では、国に対し、農林漁業者が安心して経営を継続できるよう、ＴＰＰ
11、日ＥＵ・EPA及び日米貿易協定等の発効に伴う農林水産業への影響等
について、十分な情報提供を行うとともに、万全の対策を講じるよう、機会あ
るごとに要望してきたところです。
　今後も、本県の基幹産業である農林水産業が持続的に発展していくことが
できるよう、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく施策を着実に実施す
るなど、万全の対策を講じるよう国に求めていきます。

ふるさと
振興部

国際室 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　県では、国に対し、農林漁業者が安心して経営を継続できるよう、ＴＰＰ
11、日ＥＵ・ＥＰＡ及び日米貿易協定等の発効に伴う農林水産業への影響等
について、十分な情報提供を行うとともに、万全の対策を講じるよう、機会あ
るごとに要望してきたところです。
　今後も、本県の基幹産業である農林水産業が持続的に発展していくことが
できるよう、「総合的なＴＰＰ等関連政策大綱」に基づく施策を着実に実施す
るなど、万全の対策を講じるよう国に求めていきます。

農林水産
部

農林水産
企画室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(15)　環境保全型農業や有機農業の一層の取組促進を図る
ための支援を講ずること。

　県では、これまで効率的な病害虫防除や堆肥等による土づくりなど、化学
農薬・化学肥料を削減する環境保全型農業の取組を推進してきました。
　この取組をより一層促進するため、県では、国の環境保全型農業直接支
払交付金や新たに創設される「みどりの食料システム戦略推進交付金」を活
用し、環境保全型農業を実践する農業者団体や、環境に優しい栽培技術の
実証や有機農業の産地づくりに取り組む協議会や市町村を支援するととも
に、国際水準の有機農業の指導ができる人材の育成にも取り組んでいきま
す。

農林水産
部

農業普及
技術課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　14，森林・林業対策について
　(1)　林業従事者の安定的・継続的な育成確保対策及び林
業事業体の育成・強化に向けた支援措置を講じること。

　県では、林業就業者の確保・育成に向けて、平成29年４月に開講した「い
わて林業アカデミー」により、林業への就業を希望する若者に対し、森林・林
業の知識や技術の体系的な習得を支援し、将来的に林業事業体の中核と
なり得る現場技術者を養成するとともに、（公財）岩手県林業労働対策基金
と連携し、新規就業者の確保に向けた就職相談会の開催や森林施業に必
要な技術研修等に取り組んでいます。
　また、県では、（公財）岩手県林業労働対策基金と連携し、林業事業体の
就業条件の改善や事業の合理化に向けた取組を支援してきたほか、地域
の森林管理の主体となる「意欲と能力のある林業経営体」を選定・登録し、
経営者層の意識改革や経営力・技術力の向上を目的としたセミナーの開
催、経営体が抱える課題解決に向けた専門家派遣等を実施しています。
　今後も、これらの取組を継続し、林業就業者の安定的・継続的な育成確保
や林業事業体の育成・強化に努めていきます。

農林水産
部

森林整備
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　13，農業・農村対策の推進について
　(14)　ＴＰＰ１１協定、日ＥＵ・ＥＰＡ及び日米貿易協定等に関
しては、国内農林水産業への影響について十分な情報提供
を行うとともに、影響を受ける農林水産物への再生産が引き
続き可能となるよう生産基盤の強化と経営安定に向けた支援
の着実な実施を国に働きかけること。
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　14，森林・林業対策について
　(2)　県産木材の利用促進と木造建築技術者の養成支援を
行うこと。

　県では、森林施業の集約化や高性能林業機械の導入支援による県産木
材の安定的な供給体制の構築に取り組んでいるほか、県が率先して公共施
設整備等における県産木材等の利用を推進しているところです。
　木造建築技術者の養成については、令和元年度から建築士等を対象とし
たスキルアップ研修を開催するなど木造建築設計技術者の人材育成に取り
組んでおり、令和４年度も木造建築の設計・施工に関する研修会を開催する
こととしています。
　引き続き、岩手県県産木材等利用促進基本計画及び同行動計画に基づ
き、関係団体等と連携しながら、公共施設や住宅、商業施設における県産
木材の利用促進を図るとともに、中大規模建築物の木造化・木質化に携わ
る技術者の養成に向けた支援に取り組んでいきます。

農林水産
部

林業振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　14，森林・林業対策について
　(3)　松くい虫やカシノナガキクイムシ等の病害虫被害の拡大
を阻止するため、未発生地域に対する予防対策の強化を図る
とともに、被害木などの処理や被害状況に応じた防除事業量
の確保、駆除技術開発、樹種転換など、効果の検証を踏まえ
た実効性のある対処を講じること。

　松くい虫被害の未発生地域では、森林整備事業による「衛生伐」（伐倒
等）、いわて環境の森整備事業（被害森林再生）による「倒木等の除去」の
実施など、健全なアカマツ林の造成に向けた支援を行っています。
　また、「松くい虫被害対策実施方針」に基づき、被害先端地域における徹
底的な駆除と、被害まん延地域における樹種転換やバイオマス発電施設で
の被害材の利用の促進など、被害状況に応じた効果的な防除対策を推進し
ています。
　ナラ枯れ被害の未発生地域では、いわて環境の森整備事業（ナラ林健全
化）により、高齢・大径のナラ林を伐採利用し、被害に強い広葉樹林を造成
する取組について支援をしています。
　また、「ナラ枯れ被害対策の実施方針」に基づき、監視体制を強化し、被害
の早期発見と早期駆除に努めており、被害状況に応じた効果的な防除対策
を推進しています。
　今後においても、効果の実証結果等を踏まえつつ、徹底駆除と併せて健
全なアカマツ林及びナラ林の育成を進め、被害拡大の阻止に努めていきま
す。

農林水産
部

森林整備
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　14，森林・林業対策について
　(4)　いわての森林づくり県民税について用途の拡大、拡充
を図ること。

　県では、「いわての森林づくり県民税」を財源として、管理が行き届いてい
ない公益上重要な森林を整備してきたほか、県内各地において森林環境を
保全する様々な活動への支援を実施してきました。
　県民税については、令和７年度まで継続実施することとし、これまでの取
組に加え、伐採跡地への植栽や木育の推進等につながる県産木材の活用
等の取組を拡充したほか、気象被害等を受けた森林の整備や、地域の森林
整備活動を推進する人材育成の取組など施策の充実を図ったところであ
り、引き続き、森林環境の保全に関する取組に努めていきます。

農林水産
部

林業振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　14，森林・林業対策について
　(5)　間伐や路網整備、再造林などによる森林整備の着実な
推進及び治山施設の機能維持・強化に努めること。

　県では、森林整備事業等を活用して再造林や間伐の実施、森林作業道等
の林内路網の整備を支援するとともに、造林コストの低減に向け、植栽本数
が従来より少ない低密度植栽や伐採から再造林までの作業を連続して行う
一貫作業システムの普及などに取り組んできたところです。
　また、令和３年度から新たに、いわての森林づくり県民税の使途を拡大し、
伐採跡地への植栽等を支援する取組を始めたところです。
　県内の林業・木材関係団体が設立した「岩手県森林再生機構」において
も、再造林経費の助成を平成30年度から開始したところであり、引き続き林
業関係団体等と一体となって間伐や再造林など適切な森林整備の促進に
取り組んでいきます。

　治山施設の維持・強化については、林野庁インフラ長寿命化計画及び岩
手県公共施設等総合管理計画に基づき、約17,000の治山施設を対象とした
個別施設計画を令和元年度までに策定したところであり、周辺の森林状況
及び社会情勢等の変化に応じ、適切かつ計画的に機能維持・強化に取り組
んでいきます。

農林水産
部

森林整備
課

森林保全
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　14，森林・林業対策について
　(6)　間伐材の利用促進、木質バイオマスに係る技術開発、
施設整備及び燃料材の安定確保支援を強化すること。

　間伐材等の利活用については、公共工事での土木資材や、合板や集成材
の原料、燃料用チップなど大口需要者への供給の促進に取り組んでいま
す。
　木質バイオマスについては、木質バイオマス利用施設の導入を希望する
民間企業等に対し、木質バイオマスコーディネーターを派遣し技術指導を
行っているほか、国庫補助事業を活用し、木質バイオマスボイラーやチップ
製造機等施設の導入支援を行うとともに、燃料材を含めた原木の安定供給
体制の整備を促進しています。

農林水産
部

森林整備
課

林業振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　14，森林・林業対策について
　(7)　地域の実情に合わせた新たな森林管理システムの運
用、体制整備支援を強化すること。林地台帳については技術
面の支援と併せて万全の財政措置を講じること。

　県では、森林経営管理制度の適切な運用に向けて、市町村への制度周知
を行ってきたほか、市町村を支援する対策チームを立ち上げ、制度の運用
に係る情報提供や優良事例の紹介などを行うとともに、地域林政アドバイ
ザーを養成する研修などに取り組んでいるところです。
　また、現地機関においては、林業普及指導員や森林管理システム構築推
進員が、管内各市町村の実情を踏まえた技術的な助言を行っているほか、
森林経営管理制度の支障となる課題を解決するため、地域単位での対策会
議を開催しており、今後とも、地域の森林を適切に管理していけるよう、きめ
細かく支援していきます。
　林地台帳については、県では、登記情報を基にした林地台帳の原案デー
タを作成し、平成29年度末までに県内全市町村への提供を行ったほか、台
帳整備業務の効率化が図られるよう、森林資源管理システムと連動する林
地台帳システムを平成30年度に整備し、市町村へ提供するとともに、システ
ムの操作方法の習得を図るため研修会を開催するなど、市町村への業務
支援を行っています。
　また、国では、林地台帳の運用に要する経費に対し地方交付税措置を
行っているほか、令和元年度から市町村へ譲与されている森林環境譲与税
について、令和２年度から譲与額が前倒しで増額されているところです。
　県では、市町村において林地台帳の円滑な運用を図られるよう、引き続
き、市町村への業務支援を行うとともに、市町村のニーズを伺いながら、必
要に応じて国への働きかけを検討していきます。

農林水産
部

森林整備
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　14，森林・林業対策について
　(8)　林業成長産業化総合対策の所要額を確保し、一層の需
要喚起と拡大を図るよう国に働きかけること。

　県は、高性能林業機械の導入や木材加工流通施設の整備など、川上から
川下までの取組を総合的に支援する「林業・木材産業成長産業化促進対策
交付金」の予算を十分に確保するよう国に対して要望していきます。

農林水産
部

林業振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　15，水産業・漁村対策について
　(1)　漁業担い手育成及び多様な新規漁業就業者の確保に
対する支援を強化すること。

　県は、「いわて水産アカデミー」を核とした、多様な新規漁業就業者の確
保・育成に取り組んでいるほか、国の制度である、次世代人材投資（準備
型）事業の就業準備資金や新規漁業就業者確保事業の長期研修を活用し
た、新規漁業就業者の定着支援に取り組んでいます。
　今後も、これらの取組を支援し、漁業担い手の確保・育成に努めていきま
す。

農林水産
部

水産振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　15，水産業・漁村対策について
　(2)　漁業作業の効率化、就労環境の改善、漁場生産能力
の向上、漁港機能の維持・保全の為計画的な水産基盤整備
を図るとともに、漁港の防災・減災機能の強化と漁業地域の
更なる防災力の向上を図ること。また藻場の磯焼け対策など
漁場環境の整備を図ること。

　県では、これまで、地域の実情を踏まえながら、浮桟橋等の整備やアワ
ビ・ウニ増殖場の整備、漁港施設の長寿命化対策など、計画的に漁港等の
整備を進めています。
　また、将来の地震や津波の発生に備え、防波堤・岸壁等の耐震・耐津波強
化を進めてきているほか、近年頻発している高波への対応策として、平成29
年度に設計波高を引き上げ、新たな設計波高に基づき護岸等の嵩上げ工
事や拡幅などを実施しています。
　さらに、近年、冬場の海水温が高めに推移し、ウニ等が活発に活動して、
コンブなどの芽を食べ尽くしてしまう磯焼けの発生により、藻場面積が減少
していることから、藻場の再生に向けて、令和３年３月に「岩手県藻場保全・
創造方針」を策定したところであり、この方針に基づき、ハード・ソフト両面の
対策を総合的に推進することとしています。
　今後とも、漁業関係団体や関係市町村と連携しながら、水産業の振興に
向けた漁港の整備を計画的に進めていくとともに、海域の状況に応じた藻場
の再生に資する漁場整備などにも積極的に取り組んでいきます。

農林水産
部

漁港漁村
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　15，水産業・漁村対策について
　(3)　水産資源回復に向けた取組みの強化及び増養殖事業
の推進、地域水産物の高度利用による付加価値の向上を図
ること。

　県では、主要魚種の資源回復に向け、春先の海水温上昇の影響を極力回
避するサケ稚魚の早期放流や大型で遊泳力の高い稚魚の生産などによる
サケ資源の回復に取り組むとともに、増養殖事業の推進として、市場性が高
く、他産地の生産が終了した後も鮮魚として出荷可能なサケ、マス類の海面
養殖の推進や、ヤセウニを蓄養し、全国的に国産のウニが品薄となる年末
から春先に出荷する、いわゆる「ウニの二期作」を目指すモデルの確立に向
けた取組を推進していきます。
　また、多様な地域資源の活用･魚種転換と商品開発、販路拡大に向け、近
年、資源が増えているマイワシ等の利用を促進するため、水産加工原料確
保に関するセミナーや各種オンライン商談会などを開催し、商品開発や販路
拡大を支援することにより、高度利用による付加価値向上を図っていきま
す。

農林水産
部

水産振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　15，水産業・漁村対策について
　(4)　秋サケの資源回復と海面魚類養殖の生産技術確立を
図るとともに、全県的な産地間の連携を構築し、漁業者の収
益向上に繋がる高度な増養殖技術の開発を図ること。

　県では、秋サケの資源回復のため、放流後のサケ稚魚の沿岸帯泳時及び
北上回遊時の移動分布、成長、餌料環境等の調査研究や、春季沿岸の高
水温化などに耐えられる体力の有る稚魚の生産技術開発などを行うととも
に、広域的なサケの回遊経路毎の生息状況や海洋条件等の調査を国に要
望しています。
　また、海面魚類養殖については、生産性の高いサケ、マス類の海面養殖
の実現を目指し、引き続き、事業化に向けた各地区の取組を支援していくと
ともに、令和４年度当初予算で措置した「さけ、ます海面養殖イノベーション
推進事業」により、種苗の安定供給体制の構築や、他産地と差別化できる
養殖用種苗の開発に取組んでいきます。
　さらに、現在、取り組んでいるヤセウニを蓄養し、全国的に国産のウニが
品薄となる年末から春先に出荷する、いわゆる「ウニの二期作」を目指すモ
デルの確立に向けた取組については、県内各地区で成果の共有を図り、漁
業者の収益向上に向け、引き続き取り組んでいきます。

農林水産
部

水産振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　15，水産業・漁村対策について
　(5)　内水面の増養殖技術の研究開発を推進するとともに、
特定外来生物などの調査、駆除などに対する支援等被害防
止対策を強化すること。

　県では、内水面漁業、養殖業の振興に向け、サクラマスの資源造成に向
けた技術開発や、バイテク技術を活用した養殖生産量の増大に向けた研究
などに取り組むとともに、カワウによる被害防止対策の推進や、市町村や地
域住民が行うブラックバス等外来魚対策の取組を支援していきます。

農林水産
部

水産振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　16，観光振興について（世界遺産、自然公園含む）
　(1)　被災地の観光まちづくりが軌道に乗り誘客の定着が図
られるよう復興ツーリズムの積極的な支援を講じること。

　県では、県内外からの三陸地域への誘客を図るため、東北デスティネー
ションキャンペーンによる誘客プロモーションを通じた県内外への情報発信
や、三陸地域の飲食店や宿泊施設等をお得に利用できる「復興支援感謝パ
スポート」の発行、三陸周遊旅行や三陸への教育旅行等で利用できる観光
バスの運行支援等により、復興が進む三陸地域の魅力の発信と誘客促進
に努めています。
　また、県観光協会との連携により、震災学習を中心とした教育旅行の誘致
説明会の開催や学校関係者等の招請を実施しているほか、三陸ＤＭＯセン
ターと連携し、高校生の総合学習の一環として実施される震災学習を中心と
した体験プログラムツアーを支援しています。
　令和４年度においては、北東北大型キャンペーン等を通じた各種取組にお
いて三陸地域の観光振興に向けて一体的に事業を実施するほか、三陸へ
の教育旅行で利用できる観光バスの運行支援等により、三陸地域への誘客
を促進することとしています。
　今後も幅広い関係者との連携を強化し、三陸地域をはじめ、本県への誘
客の促進に取り組んでいきます。

商工労働
観光部

観光・プ
ロモー
ション室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　16，観光振興について（世界遺産、自然公園含む）
　(2)　3つの世界遺産、2つの国立公園を活かした質の高い旅
行商品の開発・情報発信、売れる観光地を創る態勢の整備な
どの取り組みを推進すること。

　県では、「みちのく岩手観光立県第３期基本計画」において、「観光で稼ぐ
地域づくりの推進」や、「質の高い旅行商品の開発・売込み」を基本施策とし
たところであり、これらの施策を展開するため、３つの世界遺産や２つの国立
公園など豊富な観光資源を有する優位性を生かし、これらを結びつけた広
域観光ルートの構築や、旅行商品の造成支援などの取組を進めているとこ
ろです。
　こうした取組に加え、県観光協会と連携し、おもてなし人材やボランティア
ガイドの育成のほか、県、市町村、観光・商工団体、報道機関などで構成す
る官民一体の組織である「いわて観光キャンペーン推進協議会」内にＤＭＯ
推進部会を設置し、市町村のＤＭＯ設立に向けて支援しています。
　今後も幅広い関係機関と連携しながら、観光産業の振興を図っていきま
す。

商工労働
観光部

観光・プ
ロモー
ション室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　16，観光振興について（世界遺産、自然公園含む）
　(3)　三陸復興国立公園及びみちのく潮風トレイルの利用施
設等の復旧・整備を図ること。

　令和元年台風19号災害により被災を受けました三陸復興国立公園及びみ
ちのく潮風トレイルの施設の復旧については、環境省の自然環境整備交付
金を活用し、自然歩道については令和３年度までに復旧する予定です。
　令和４年度においては、宮古市?ヶ崎のトイレ取水施設の復旧、大船渡市
碁石海岸の転落防止柵の再整備を計画しています。今後の施設整備に要
する予算については、継続して国に要望していきます。

環境生活
部

自然保護
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　16，観光振興について（世界遺産、自然公園含む）
　(4)　自然公園及び自然環境保全地域の保護と適正な利用
を図るため、施設整備の促進及び保護管理員などの適正配
置を図るとともに、それら委託料に対する適正な財政措置を
講じること。

　自然公園及び自然環境保全地域の保護と適正な利用については、自然
公園施設管理業務委託、自然公園保護管理員設置業務委託、自然保護指
導員設置業務委託により関係市町村に管理委託を行い、対応しているとこ
ろです。自然公園保護管理員及び自然保護指導員の適正配置について
は、関係市町村からの聞き取り、現場の確認を行い、引き続き適正な配置
に努めていきます。

環境生活
部

自然保護
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

　世界遺産等の保存管理のために必要な史跡などの土地の公有化、考古
学的な発掘調査及びその成果を基にして実施する史跡整備に関して、市町
が国庫補助事業として実施する場合に、県も合わせて補助し、確実な事業
成果が得られるよう支援しているところです。
　また、令和３年６月の政府予算要望において、「平泉」、「明治日本の産業
革命遺産」及び「北海道・北東北の縄文遺跡群」への適切な保全等の取組
に対する支援を要望したところであり、今後も国から必要な支援が受けられ
るよう、働きかけを行っていきます。
　さらに、令和３年10月22日に行われた北海道・北東北知事サミットにおい
て、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成資産を有する４道県で、相互の
連携を一層強化することを宣言したところであり、縄文遺跡群を未来に継承
する取組の推進、縄文遺跡群を活用した活力ある地域づくりに取り組んでい
きます。

文化ス
ポーツ部

文化振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　県内外の構成資産との連携強化に向けては、令和４年７月から９月に北東
北三県がＪＲ東日本の重点販売地域に指定されており、青森県や秋田県と
連携し、官民一体となって各種プロモーション等を実施することで、広域周遊
の促進に取り組むこととしています。

商工労働
観光部

観光・プ
ロモー
ション室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　「平泉の文化遺産」の世界遺産拡張登録については、平成30年２月の県と
関係３市町の申し合わせにより、引き続き、世界遺産登録に向けた取組を継
続することとしています。
　また、令和３年６月の政府予算要望において、「平泉の文化遺産」の世界
遺産追加登録が早期に実現されるよう、調査研究に対する財政的支援及び
技術的支援について要望したところです。
　県としては、周辺資産の追加登録に向けて、専門家委員会の開催や文化
庁との調整など、推薦書案の作成に向けた取組を継続していきます。

文化ス
ポーツ部

文化振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　世界遺産平泉の玄関口である一般県道三日町瀬原線（中尊寺交差点）の
無電中化については、景観形成の向上や観光振興の面から必要性を認識
しています。
　令和３年度は、事業化に向けた設計を進めており、令和４年度から事業に
着手する予定です。

県土整備
部

道路環境
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(1)　国道４号の４車線化が推進されるよう国に働きかけるこ
と。

　県では、内陸部における物流の効率化や地域間の交流・連携を促進し、
快適・安全な生活を支える道路として、一般国道４号の整備の重要性を認識
しており、令和４年度政府予算提言・要望において、一般国道４号の整備促
進について国に要望したところです。
　県としては、引き続き、水沢東バイパスを始めとする一般国道４号の事業
中区間の早期完成及び盛岡南道路や２車線区間の４車線化の早期事業化
について国へ働きかけていきます。

県土整備
部

道路建設
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　16，観光振興について（世界遺産、自然公園含む）
　(5)　県内3カ所となった世界遺産の適切な保存管理の為の
必要な調査・研究などの取り組みに対し、支援措置を拡充す
るとともに、県内外の構成資産との連携強化を図ること。

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　16，観光振興について（世界遺産、自然公園含む）
　(6)　平泉文化遺産について、追加登録に向けた推薦書案の
作成等の取組みにより一層の支援を行うこと。世界遺産にふ
さわしい景観維持の為無電柱化に取り組むこと。
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回答室課

等名
反映
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(2)　道路財特法による補助率のかさ上げ措置を重点計画以
外の事業においても同様に実施されるよう国に働きかけるこ
と。

　道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律による交付金
事業の国費率のかさ上げ措置については、社会資本整備総合交付金及び
防災・安全交付金の重点配分対象事業が対象とされているところですが、地
方自治体が地域の実情に応じた道路整備を計画的に行うことができるよう、
今後とも、様々な機会を捉えて、地方自治体への補助及び地方財政措置の
拡充を国に要望していきます。

県土整備
部

道路環境
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(3)　復興道路の機能を補完する国道や主要地方道につい
て抜本的な改良整備を進め、未整備区の早期解消を行うこ
と。

　国道や主要地方道については、地域から多くの要望を頂いていますが、
「いわて県民計画(2019～2028)」に基づき、安全・安心を支え、産業振興等
の基盤となる社会資本の整備に向け、交通量の推移や道路ネットワーク状
況などを踏まえながら、緊急性や重要性を考慮して整備推進に努めていき
ます。

県土整備
部

道路建設
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(4)　復興とその先を見据えた災害に強い道路ネットワークの
構築を図るとともに、産業振興や交流を支える道路整備の促
進を図ること。安全・安心を支える緊急輸送や代替機能の確
保、産業振興に資する物流路線の強化、観光振興に資する
周遊ルートの形成など、均衡ある道路ネットワークを構築する
こと。

　県では、「いわて県民計画（2019～2028）」に基づき、安全・安心を支え、産
業や観光振興の基盤となる道路整備の推進に努めていきます。

県土整備
部

道路建設
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(5)　北岩手・北三陸を横断する仮称久慈内陸道路につい
て、早急に調査に着手するとともに、高規格道路として早期に
着工・整備すること。

　県北地域の道路ネットワークの強化は、県としても、その必要性、重要性
を強く認識しており、令和３年６月に策定した「岩手県新広域道路交通計画」
では、内陸と沿岸の拠点都市間を連絡する国道281号を「一般広域道路」と
して位置付けました。
　また、久慈市と盛岡市の連絡強化に向け、将来の高規格道路を目指す構
想路線として「（仮称）久慈内陸道路」を位置付けたところです。
　この計画を踏まえ、国道281号について、令和４年２月に久慈市「下川井」
工区を供用するとともに、令和２年度に事業化した「案内～戸呂町口」工区
の整備を進めているところであり、トンネル等の整備により、災害時にも機能
する信頼性の高い道路となるよう取り組んでいきます。

県土整備
部

道路建設
課

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(6)　三陸沿岸道路の利便性向上のため、ハーフインター
チェンジのフル化や追い越し車線の増強、中央分離帯の統一
化など利用者目線の整備を図るよう国に働きかけること。

　県では、三陸沿岸道路の利用状況や周辺の土地利用の変化等に対応し
た、フルインターチェンジ化も含めた三陸沿岸道路の機能強化について、令
和４年度政府予算提言・要望において国に要望したところであり、引き続き
国に働きかけていきます。

県土整備
部

道路建設
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(7)　国道・県道・市町村道や農道・林道と一体となった広域
道路網の整備促進を図るとともに、主要市町村道の県道昇格
や県代行事業の予算枠の確保に努めること。

　県では、宮古盛岡横断道路、三陸沿岸道路などの高規格道路の整備促進
と、これらを補完する幹線道路の整備に努めています。
　また、内陸部と港湾を結ぶ道路や工業団地、インターチェンジへのアクセ
ス道路等の産業の基盤となる道路についても整備を進めているところです。
　整備にあたっては、市町村や国と連携し、また、関連する市町村道や農
道・林道等とも調整を図りながら、これら道路が一体となって物流の効率化
や観光振興などを支援する効果的な道路網が形成されるように進めていき
ます。（Ｂ）
　県道昇格については、これまでも市町村間を結ぶ道路など道路法に規定
する認定条件を具備した路線について、市町村道と県道との交換も行いな
がら県道として昇格してきたところであり、道路法上の認定要件及び県道と
市道とのネットワークの在り方を総合的に判断しながら検討していきます。
（Ｃ）
　県代行事業については、事業の必要性、緊急性及び重要性が高く、技術
的に高度な橋梁等の構造物を有する箇所について、用地補償が完了した後
に事業採択を検討することとしています。県の財政状況が厳しいことから、
早期の事業化は困難な状況であり、県全体の道路整備状況や今後の公共
事業予算の動向等を見極めながら総合的に判断していきます。（Ｃ）

県土整備
部

道路建設
課

道路環境
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(8)　道路施設の定期点検などに対しては、技術的支援の体
制整備など必要な支援措置を講じること。

　県内の道路管理者等により構成される岩手県道路メンテナンス会議にお
いて、道路メンテナンスに係る技術力の向上や情報共有等を図るため、年
に３回程度会議を開催しているほか、現地研修会を開催するなど、市町村
の技術的支援に努めています。
　また、市町村が実施する点検・診断については、市町村の実情に応じて、
公益財団法人岩手県土木技術振興協会が一括して受託する仕組みを構築
するなど、市町村を支援する取組を実施しています。

県土整備
部

道路環境
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

－ 45 －



岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課
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反映
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(9)　湾港防波堤及び防潮堤など港湾施設の整備促進、岸
壁の耐震強化、ふ頭用地造成及び岸壁の新設等重要港湾の
整備促進を図ること。

　久慈港湾口防波堤は、地域の安全確保や産業振興の基盤として重要な施
設であり、また、久慈港湾口防波堤の完成を前提とした久慈市街の復興ま
ちづくりが進められていることから、県では、国に対して整備促進を要望して
きたところです。
　また、令和４年度政府予算提言・要望においても久慈港湾口防波堤の整
備促進を要望しており、今後も引き続き機会を捉えて国へ要望していきま
す。
　耐震強化岸壁の整備については、今後、施工方法や事業費を整理した上
で、公共事業予算の推移や事業の優先度等を勘案しながら事業化の時期
について検討していきます。
　ふ頭用地造成及び岸壁の新設等重要港湾の整備促進については、既存
の港湾施設の利用状況や取扱貨物の推移、企業立地の動向等を見極めな
がら、必要に応じて検討していきます。

県土整備
部

港湾課 Ｃ　当面
は実現で
きないも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(10)　県内港湾施設の使用料の低減や利用奨励制度の創
設、国際コンテナ定期航路の維持拡大の為のインセンティブ
施策の創設、内陸部と沿岸部を結ぶ高規格道路のネットワー
クの整備効果を物流の効率化など生産性向上に繋げるような
産業と連携した港湾利用拡大の取り組みを積極的に行うこ
と。

　港湾施設使用料については、状況に応じて減免措置を実施しているところ
です。
　また、利用奨励制度の創設については、船社や荷主の意向、企業の物流
動向等も踏まえ、取扱貨物量の増加による県内への経済波及効果や税収
効果の増大が十分かつ確実に見込まれる制度とし、かつ、各港湾における
制度上の均衡を確保する必要もあることから、その効果や県と各港湾所在
市との役割分担などについて、必要に応じて検討していきます。
　港湾利用拡大の取り組みについては、今後も、県、市及び港湾関係者と連
携してポートセールスを展開し、取扱貨物の掘り起こしに取り組んでいきま
す。

県土整備
部

港湾課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(11)　平成28年台風第10号、令和元年度台風19号災害等に
よる災害復旧を早急に進めるとともに、集中豪雨や台風によ
る大雨・洪水被害を防止する為河川の堤防整備や河道掘削、
河道断面の確保、立木などの撤去による維持・管理、再度の
災害防止や事前防災を目的とした治水対策等河川事業の促
進を図ること。特に家屋などの浸水被害が発生した地域の治
水対策を早急に推進するとともに、流域治水を推進すること。

　近年、激甚化・頻発化する自然災害から県民の生命や財産を守るため、
流域のあらゆる関係者がハード・ソフト両面にわたり協働して取り組む「流域
治水」を推進することが重要と認識しています。
　県では、ハード対策としては洪水災害の軽減を図るため、近年の浸水実績
のある区間や資産の集中する箇所など緊急性があり事業効果の高い箇所
から河川改修を進めているほか、河道掘削や立ち木伐採等についても計画
的に実施しており、ソフト施策については河川に関する防災情報の充実強
化を図っています。
　また、流域治水の更なる推進のためには、流域の多くの企業や住民との
協働、他の水系への浸透が重要であることから、流域治水の考え方やこれ
に基づいた行動等を全県に広げていきたいと考えています。

県土整備
部

河川課 Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(12)　海岸高潮対策事業等海岸事業の促進を図ること。防
潮堤、水門などの海岸保全施設の復旧・整備を完了させると
ともに、水門の自動化、遠隔操作施設に係る維持管理費、修
繕費、更新費について国において財政措置を講じるよう求め
ること。

　防潮堤、水門などの海岸保全施設の復旧・整備事業の完了に向けて引き
続き取り組むほか、既存施設の老朽化対策事業を進めていきます。
　また、水門、陸閘等の自動化、遠隔操作施設に係る維持管理費等に対す
る財政措置が講じられるよう、引き続き国へ働きかけていきます。

県土整備
部

河川課 Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　治山施設の点検・整備、長寿命化については、林野庁インフラ長寿命化計
画及び岩手県公共施設等総合管理計画に基づき、約17,000の治山施設を
対象とした個別施設計画を策定し、周辺の森林状況及び社会情勢等の変
化に応じ、計画的に予防保全型維持管理に取り組んでいくこととしていま
す。

農林水産
部

森林保全
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　砂防堰堤については、引き続き、砂防施設点検等により施設の状況を把
握し修繕等を行うとともに、長寿命化計画も踏まえた適切な維持管理に努め
ていくほか、現地の状況を把握しながら、必要性、緊急性等を考慮し機能の
強化を検討していきます。
　土砂災害特別警戒区域の早期対策については、被災履歴がある箇所や
避難所・要配慮者利用施設等が立地する箇所など、県全体の整備状況を考
慮しながら対策を進めていきます。

県土整備
部

砂防災害
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　水道施設の整備については、国の補助金を財源とする水道施設耐震化等
推進事業により、水道事業者が取り組む施設の更新、耐震化及び事業の広
域化による施設の再構築などについて支援しているところです。
　県では、これまでも県単独の政府予算要望や関係都道府県による連絡組
織等を通じた要望等の様々な機会を捉え、国に対し国庫補助制度の拡充や
必要な予算の確保等について要望してきたところです。
　今後も引き続き、必要な財政的支援の拡充等について国に働きかけてい
きます。

環境生活
部

県民くらし
の安全課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　下水道施設の耐久性や安全性強化のため、防災・安全交付金による耐震
化、耐水化の取組を支援しています。
　また､人口減少を見据えた施設のダウンサイジングや老朽化対策にかかる
費用について、国に対し必要な財政措置を講じるよう要望してきたところで
あり、今後も継続して働きかけていきます。

県土整備
部

下水環境
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(14)　上下水道施設及び簡易水道施設について、耐久性及
び安全性許可の為の整備を促進するとともに、給水人口減少
に伴うダウンサイジングなど再構築事業や老朽化施設の更新
にかかる費用などに対する財政措置の充実強化を図ること。

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(13)　砂防及び治山ダムの点検・整備、既存ダムの長寿命
化や治水・利水機能の回復・向上、洪水調節機能の強化など
ダム事業の推進を図ること。土砂災害特別警戒区域について
早期の対策を講じること。
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　17，インフラの整備について
　(15)　汚水処理施設整備事業について、整備が立ち遅れて
いる市町村の事業を重点的に推進するよう適切な処置をする
こと。下水道事業債償還基金費補助制度の一層の充実、老
朽化に伴う改築について国による支援継続、必要な予算措置
を講じるよう国に働きかけること。

　県では、汚水処理施設の整備促進を図るため、市町村が汚水処理施設の
整備をより効果的かつ計画的に実施できるよう整備手法等について助言を
行うとともに、国に対し整備推進に係る予算の確保を要望してきたところで
す。
　また、老朽化に伴う改築についても、公衆衛生の確保や公共用水域の水
質保全など公共性の高い役割を担っていることから、国に対し必要な財政
措置を講じるよう要望してきたところであり、今後も継続して働きかけていき
ます。
　なお、下水道事業債償還基金費補助制度の充実については、県の財政は
非常に厳しい状況ではありますが、できる限り予算の確保に努めていきま
す。

県土整備
部

下水環境
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(1)　学校施設の耐震化等防災機能強化、老朽化対策や空
調設備の設備などを積極的に促進するとともに、公民館など
社会教育施設の耐震化及び防災機能許可に対する支援措置
を講じること。市町村が学校施設や社会教育施設を柔軟に整
備・利活用できるよう、財政拡充を国に働きかけること。

　県立学校施設の耐震化については、伊保内高校の改築工事をもって全て
の施設の耐震化が図られたところであり、エアコン設備については、令和３
年度中に全ての学校に整備しました。また、老朽化対策については、各施設
の状況等を踏まえつつ、安全を確保し、質の高い教育環境を支えられるよ
う、計画的に整備を進めていきます。
  社会教育施設については、国の補助事業が平成9年度限りで地方交付税
措置に変更されたことに伴い、市町村の自主財源で耐震化等の対応を進め
ている現状です。しかしながら、東日本大震災津波や令和元年の台風19号
による水害をはじめとした種々の災害発生時に、住民の生命を守る拠点とし
て、公民館等の社会教育施設が大きな役割を果たしてきていることから、
様々な機会を通じ国に対して働きかけを行っていきます。
　市町村立学校については、今後も引き続き、国庫補助制度の活用等につ
いて、市町村の実態に即した助言をしていくことで安全な施設整備を推進し
ていくとともに、国へ十分な予算が確保されるよう働きかけを行っていきま
す。

教育委員
会事務局

教育企画
室

生涯学習
文化財課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(2)　いじめ、不登校などについて、個々のケースに対応し、
スクールカウンセラーなどの配置日数を増やすなど対策を一
層強化し、迅速・柔軟な支援措置を講じること。

　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置については、文
部科学省の配置方針を踏まえ、学校や地域の実状を把握し、全県的に中長
期を見据えた支援と地域のニーズに合わせた配置を行っています。
　今後も、国の施策を注視しながら、配置事業の支援を国に継続して要望し
ていくとともに、各学校における教育相談体制の充実を目指し、学校のニー
ズや実態を把握しながらスクールカウンセラー等の適正配置に努めていき
ます。

教育委員
会事務局

学校教育
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(3)　少人数学級やグローバル化に向けた外国語教育等に
対応するため、学校教育における外部人材の活用を一層促
進するよう支援措置を拡充すること。

　少人数学級の実現に向けては、長年要望を続け、国では、義務標準法の
改正により令和３年度から５年をかけて小学校６年生まで段階的に35人学
級へ引き下げることを決定したところです。本県では、国の加配教員を活用
して、小学校及び中学校のすべての学年において国に先駆けて35人以下
学級を実施している他、小学校では平成30年度から国の英語専科加配を積
極的に活用し（令和３年度は37名）、教職員体制の一層の充実を図っている
ところです。
　また、小中学校等については、全ての市町村において、１名以上の外国人
指導助手を配置している状況であり、ＪＥＴプログラムにより人材を確保する
他、市町村の独自雇用や業務委託契約等の様々な形態により、外国人指
導助手の配置が行われている状況です。
　県立高校については、外国人講師による英語教育として、ＪＥＴプログラム
による「外国語指導助手（ＡＬＴ）招致事業」とネイティブスピーカー派遣事業
である「外国語教育推進事業」を併用し、外国語指導における外部人材（母
国語話者）を活用することにより、生徒の実践的コミュニケーション能力の向
上を図っているところであり、引き続き外国語教育の一層の充実を目指しま
す。

教育委員
会事務局

教職員課

学校教育
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(4)　小中学校におけるICT環境整備の費用やGIGAスクール
サポーター及びICT支援員の配置に係る財政措置を継続・拡
充するよう国に働きかけること。

　県教育委員会では、ＧＩＧＡスクール構想等により整備した端末等の導入後
に生じる通信料や端末等の更新費用、有償ソフトウエア、ＩＣＴ教材の購入
等、及びＩＣＴ機器を効果的に活用した教育活動の充実に向けたＩＣＴ支援員
の配置等に係る必要な財政措置の拡充を国に対して要望しています。

教育委員
会事務局

教育企画
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(5)　小中学校の障がいのある児童、生徒に対する適切な教
育的支援、支援態勢の整備及び財政支援を更に拡充するよ
う、特別支援教育の充実を図ること。

　県教育委員会としては、「いわて特別支援教育推進プラン」に基づき、就学
から卒業までの一貫した支援の充実、各校種における指導・支援の充実、
教育環境の充実・県民理解の促進を進めており、教育関係者のみならず、
広く県民との連携・協働の下、子ども一人一人の教育的ニーズに応え、障が
いの有無にかかわらず「共に学び、共に育つ教育」の更なる推進を図ってい
ます。

教育委員
会事務局

学校教育
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(6)　県立軽米高校など自治体唯一の高校を維持する為、少
人数学級の実現に向け教員定数削減の対象外とするよう国
に働きかけること。小規模校の存続に向けた市町村などの取
り組み支援及び各地域、高校の強みを活かす高校の魅力向
上に向けた取組みを行うこと。県外からの入学希望者への受
け入れについて柔軟な対応を講じること。

　高等学校における少人数学級の導入には、教職員定数改善計画が必要
であり、国に対しては計画の早期策定を要望してきているところであり、今後
も継続して働きかけていきます。
　令和３年５月に策定した「新たな県立高等学校再編計画後期計画」では、
教育の質の保証と機会の保障に加え、「生徒の希望する進路の実現」と「地
域や地域産業を担う人づくり」を基本的な考え方としており、各地域の学校を
てできる限り維持すること等により、地域における学校の役割を重視した魅
力ある学校づくり、及び地域人材の育成等に向けた教育環境の整備を図る
こととしています。
　魅力ある学校づくりに係る支援については、令和２年度から「高校の魅力
化促進事業」を実施し、軽米高校を含む28校において取り組んでいます。地
域理解の学習活動の充実等を通して魅力ある学校づくりに取り組むことで、
引き続き、生徒の未来を切り拓く資質・能力や自己有用感を育み、岩手の産
業や地域を支える人材を育成するとともに、小中学生の地元高校への理解
と進学意識の醸成を図る取組を継続していきます。
　県外からの志願者受入れについては、一般入学者選抜で従来から一家転
住等の事由による県外からの志願を認めていることを踏まえ、地域人材の
育成やふるさと振興の観点から学校と地域が連携し、入学後の居住環境を
紹介できる体制等が整っている学校・学科については、県内生徒の学ぶ機
会を保障しつつ県外からの志願者を受け入れることも可能としています。今
後も、県外からの志願者受入れが魅力ある学校づくりに結び付くよう、各高
等学校と連携しながら取り組んでいきます。

教育委員
会事務局

教職員課

学校教育
室
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(7)　不登校児童、生徒への対応について、県、市町村、フ
リースクールをはじめとする民間団体などと連携して支援体
制を構築すること。

　県教育委員会では、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
の配置等により重層的な教育相談体制の充実を図るとともに、各市町村教
育委員会においては、学校における個別の支援を行い、各市町村では「適
応指導教室」等を設置し、不登校児童生徒を取り巻く環境の改善を図って、
学校復帰を含めた社会的自立に向けた取組を推進しています。
　また、県教育委員会では、令和３年度からフリースクール等民間施設と合
同で、不登校児童生徒の支援に係る課題を共有し、支援に向けた学校、教
育委員会と民間施設との連携の在り方を確認すること、フリースクール相互
のネットワークをつくること等をねらいとした、「不登校児童生徒支援連絡会
議」を開催しました。本会議は今後も継続して毎年実施していきます。
　今後も、不登校児童生徒への支援をより充実させるとともに、フリースクー
ル等民間施設等、関係機関との連携を促進していきます。

教育委員
会事務局

学校教育
室
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(8)　地域学校協働活動に要する導入・運営経費に対して財
政支援を拡充すること。
児童生徒の登下校時の安全を確保するため、スクールバス
導入に係る財政支援の拡充を図るよう国に働きかけること。
特別支援学校の下校時を含めたスクールバス通学の路線の
拡充を図ること。

　地域学校協働活動については、地域と学校の連携・協働体制構築事業に
よって、地域学校協働活動や地域学校協働活動推進員等の配置を支援す
るために、経費の補助を継続しています。一方、国に対しては、補助金事業
の継続・拡充を要望してきているところです。（A）
　現在、小中学校の児童生徒の通学条件の緩和を図るため、市町村がス
クールバスを購入する事業に対する国庫補助事業として、へき地児童生徒
援助費等補助金が整備されているところです。当該補助金は、へき地指定
地域はもとより、へき地指定地域以外の地域においても、学校統廃合があ
り、通学距離要件（児童４㎞以上、生徒６㎞以上。豪雪地帯においては児童
２㎞以上、生徒３㎞以上。）を満たせば活用が可能となっており、毎年度、県
内市町村を対象に補助金活用希望調査を実施しているものです。
　今後も県内市町村に対し当該事業の活用を働きかけるとともに、当該事業
の拡充について様々な機会を捉えて国に働きかけを行っていきます。（Ｂ）
　特別支援学校においては、通学の利便性等の観点から、通学へのバス利
用希望も多くなっていることを承知しています。教職員の添乗による負担や、
継続的な運行を行うための財源の確保が課題と認識しており、これらを総合
的に勘案しながら検討していきたいと考えています。（B）

教育委員
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①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(9)　医療的ケアが必要な児童生徒の教育の充実を図るた
め、学校への看護師配置等、受入体制を強化すること。

　県立学校が、子ども一人一人の教育的ニーズ、学校や地域の状況等を勘
案しながら、教職員と医療的ケア看護職員等との役割分担や連携の在り
方、具体的な医療的ケア実施方法、緊急時対応等を記載した医療的ケアに
係る実施要領を適切に策定することができるよう、あわせて、各市町村にお
いて本指針を参考にしながら域内の体制を整備することができるよう、「岩
手県立学校における医療的ケア実施指針」を作成して取組を進めていま
す。
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会事務局

学校教育
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
区分

　県では、令和４年度政府予算要望において、質の高い教育・保育サービス
の実現に向け、財源の確保及び財政支援を拡充するよう国に要望している
ところです。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　本県の全ての幼稚園・保育所・認定こども園が連携し、生きる力の基礎を
培う質の高い就学前教育を推進するため、岩手県幼児教育推進連携会議
を通して、就学前教育の推進体制を構築するための「いわて就学前教育振
興プログラム」を策定したところです。
　令和４年度からは、いわて幼児教育センターを設置し、保育者の研修や幼
児教育アドバイザー等による訪問支援、調査研究・情報共有の充実を図り、
市町村及び関係機関等との連携を図りながら、就学前教育推進体制によ
り、就学前から一貫した人づくりに取り組んでいきます。

教育委員
会事務局

学校教育
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　19，文化・スポーツ振興について
　(1)　地域活性化の為、スポーツ施設を活用した県主催又は
全県的なスポーツ大会や文化イベントを積極的に開催するこ
と。全国規模の行事や合宿を誘致すること。

　スポーツ施設を活用したスポーツ大会や文化イベントの開催については、
県民体育大会や障がい者のスポーツ交流会、音楽交流イベントなど、様々
な大会やイベントを実施できるよう、関係機関や市町村と連携して取り組ん
でいくこととしています。
　全国規模の行事や合宿の誘致については、令和４年度に日本スポーツマ
スターズ2022岩手大会や、いわて八幡平白銀国体の開催が決定しており、
引き続き、市町村・関係団体等で組織した「いわてスポーツコミッション」を中
心に、合宿相談会の開催やWebサイトでの県内のスポーツ施設等の情報発
信等を通じて、スポーツ大会・合宿等の誘致に取り組んでいきます。

文化ス
ポーツ部

文化ス
ポーツ企
画室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

②東日本大震災からの復興に関する要望
　１.復旧、復興に必要な事業や制度の継続、必要予算の確保
について、市町村と連携を図りつつ、国に対して積極的に要
望・提言すること。

　被災地においては、被災者のこころのケアやコミュニティの形成支援、なり
わいの再生など、引き続き取り組むべき課題があることから、国に対し、施
策の進捗状況や被災地の実態等を十分に踏まえ、必要な事業及び制度を
継続するとともに、復興の推進に必要な予算が確実に措置されるよう、令和
３年６月及び11月に実施した令和４年度政府予算提言・要望において要望し
たところです。
　今後とも、県内市町村と連携しながら、様々な機会を捉え、国に働きかけ
ていきます。

復興防災
部

復興推進
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

①令和4年度県予算編成並びに施策に関する要望
　18，教育環境の整備について
　(10)　就学前から一貫した人づくりを行うため、幼児教育・保
育の充実と関係機関との連携体制を構築すること。
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岩手県議会 いわて新政会（2021年12月8日）

意見提言内容 取組状況 部局名
回答室課

等名
反映
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　復興庁を司令塔とした国の復興推進体制の整備については、県としても国
に対し働きかけてきたところであり、その結果、復興庁の設置期間の令和12
年度までの延長や、復興庁の出先機関である岩手復興局の存続など、復興
を支える仕組み等が継続されているところです。
　県としては、今後においても、復興を着実に推進するための体制の整備に
ついて、国に働きかけていきます。

復興防災
部

復興推進
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

　復旧・復興に必要な人材確保対策に係る財源措置については、第２期復
興・創成期間においても支援の継続が示されたところですが、復興を完遂さ
せるためには、各分野において行政経験や専門的知識を有する人材を確保
する必要があることから、今後においても、人材確保対策に係る支援につい
て継続するよう、機会を捉えて国に要望していきます。

総務部 人事課 Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　被災市町村における人材確保に対する支援については、各種派遣スキー
ムの活用や市長会・町村会等を通じた県内自治体への要請、県による職員
派遣及び任期付職員の採用・派遣などに取り組んできたところです。
　県としては、復旧・復興を着実に進めていくため、国に対し、必要な職員を
迅速かつ確実に確保できる仕組みを構築するよう要望するとともに、被災市
町村の要望に応じ、他自治体とも連携しながら、復旧・復興に必要な人材の
確保に向けて、継続的に取り組んでいきます。

ふるさと
振興部

市町村課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

②東日本大震災からの復興に関する要望
　３.被災者の心のケアやコミュニティ形成支援、生活支援相談
員事業の継続、住宅ローンの債務整理の為の仕組みづくり及
び住宅建築単価高騰対策など、被災者の生活再建に対する
支援を状況の変化に対応し、きめ細やかに講じること。

　東日本大震災津波から11年が経過し、災害公営住宅など恒久住宅への
移転が完了した一方、時間の経過に従って被災者の抱える課題も複雑化、
多様化しており、被災者が孤立を深めることがないよう、継続的な支援を
行っていく必要があると考えています。
　国からは、令和２年７月に令和７年度までの第２期復興・創生期間の財源
フレームが示され、被災者のこころのケアやコミュニティの形成支援などの
実施が可能とされているところであり、県では引き続き、復興の推進に必要
な財源が確保されるよう、令和３年６月に実施した令和４年度政府予算要望
において国に要望したところです。
　また、被災前の住宅ローン等が生活再建の支障とならないように、国に対
し、法整備を含む新たな債務整理のための仕組みの構築などについて、国
による積極的な対応を行うよう、令和４年度政府予算要望において国に要
望したところです。
　今後も国の動向を注視しつつ、引き続き国に対し要望していきます。
　（次ページへ続く）

復興防災
部

復興くらし
再建課

Ｂ　実現
に努力し
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②東日本大震災からの復興に関する要望
　２.応援職員の確保、派遣元及び派遣先への財政支援を継
続するともに、引き続き復興庁が各省庁との連携を強化し司
令塔として機能し、復興推進の為の体制整備が盤石となるよ
う国に働きかけること。
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　（前ページからの続き） 【被災者の心のケア】
　被災地においては、ハード面の整備が進む中、時間の経過に従って、被
災者が抱える問題が複雑化、多様化しており、復興の進捗に対応した心の
ケア対策は、中長期的な取組が必要と認識しています。
　県としては、引き続き見守り活動等と連携した相談体制を堅持し、被災者
の状況に応じた心に寄り添った支援を継続するとともに、専門スタッフの確
保やスキルアップ等により支援の質を高め、被災者の心のケアに取り組ん
でいきます。
【生活支援相談員】
　東日本大震災津波から11年が経過し、災害公営住宅など恒久住宅への
移転が完了した一方、時間の経過に従って被災者の抱える課題も複雑化、
多様化しており、被災者が孤立を深めることがないよう、継続的な支援を
行っていく必要があると考えています。
　県では、生活支援相談員による被災者の見守り・相談支援、福祉コミュニ
ティの形成等を支援する体制の強化について、生活支援相談員の配置をは
じめとする事業実施に必要な費用の全額を継続して財政措置するよう、国
に要望しているところであり、今後も、引き続き、継続的な財政措置を要望し
ていきます。

保健福祉
部

地域福祉
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

　県では、東日本大震災津波からの自宅再建を目指す方の支援として、住
宅を新築又は購入する場合、バリアフリー基準を満たすことや、県産木材を
使用する場合に補助を行う「生活再建住宅支援事業」を令和４年度まで延長
しました。
　また、住宅への支援として、市町村と連携して耐震診断又は耐震改修への
支援を行っているほか、林業振興課が実施する県産木材利用を推進する住
宅への補助事業と連携し、省エネ性能を有する岩手らしさを備えた岩手型
住宅の新築及び性能向上リフォームに対して助成を行う、「住みたい岩手の
家づくり促進事業」を実施しています。
　また、令和４年度より「いわて住まいのカーボンニュートラル推進事業」とし
て、省エネ住宅が円滑に普及されるよう、既存住宅の省エネ化に関する工
事費用等について補助を創設しました。
　これらの補助制度により、住宅建築単価高騰への支援をしていきます。

県土整備
部

建築住宅
課
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の
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②東日本大震災からの復興に関する要望
　４.児童生徒の心のサポート及び学習支援をこれまで同様継
続するため、教職員の中・長期的な加配措置を継続するとと
もに、各校への臨床心理士の派遣の継続と派遣体制の強化
及びスクールカウンセラーなどの配置や修学支援を継続する
こと。

　東日本大震災復興支援のための教職員の加配は、学校の復興支援のた
め中・長期的な加配措置ができるよう、国に要望していきます。
　スクールカウンセラーの配置については、文部科学省の方針を踏まえ、学
校の実状や児童生徒の実態等を把握しながら、全県的に中長期を見据えた
支援が可能となるよう継続した配置を行っています。
　今後も各学校における教育相談体制の充実を目指し、学校や地域の実状
を把握しながらスクールカウンセラーの適正な配置に努めていきます。

教育委員
会事務局

教職員課

学校教育
室

Ｂ　実現
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の

②東日本大震災からの復興に関する要望
　５.移転元地の利活用をより一層進めるため、復興まちづくり
の円滑な推進に向けて市町村が行う移転元地の集約や整地
に要する費用への支援を講じること。

　県としては、令和４年度政府予算提言・要望において、「移転元地の集約
や整地に要する費用への支援」を要望しており、引き続き国に働きかけてい
きます。
　また、移転元地について、①津波立地補助金の活用に加え、②起債（過疎
債）を活用し整備している例もあり、今後も事業内容に応じて、市町村からの
相談に応じながら、制度斡旋を図っていきます。

復興防災
部

復興推進
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

②東日本大震災からの復興に関する要望
　６.中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業及び中小
企業被災資産復旧事業を継続するとともに、企業立地支援制
度の拡充をはかり、産業人材確保や販路回復に向けた取組
みに対する支援を継続、強化すること。

　被災企業への支援策については、地域の実情に合わせてきめ細やかに対
応する必要があると考えており、中小企業等グループ施設等復旧整備補助
事業及び中小企業被災資産復旧事業を継続しながら、事業再生の実現に
向けて支援していきます。
　沿岸被災地の企業立地支援制度については、国の「津波・原子力災害被
災地域雇用創出企業立地補助金」や、内陸部に比べて有利な制度設計と
なっている県の「企業立地促進奨励事業費補助金」、特定区域における産
業の活性化に関する条例に基づく支援、東日本大震災津波からの復興に係
る課税特例等の各制度をPRしながら、企業誘致や既存企業の業容拡大な
どに取り組んでいるところです。企業立地支援制度の拡充については、産業
界の動向や企業ニーズ、地域の事情、市町村等の意向を踏まえ、効果的な
方策を研究していきます。
　事業復興型雇用確保事業については、国の令和４年度当初予算が成立に
伴い、事業期間が令和７年度末まで延長することとされており、今後は、本
事業がより一層活用されるよう、制度周知活動を徹底するとともに、国に対
し、事業期間の延長や事業要件の緩和を継続して要望していきます。
　県内中小企業者の販路開拓のための経費については、いわて希望応援
ファンドを運用し、関係機関等と連携して助成を行っているところであり、令
和４年度においては三陸沿岸地域の事業者を重点的に支援していきます。

商工労働
観光部

経営支援
課

ものづくり
自動車産
業振興室

定住推
進・雇用
労働室

産業経済
交流課
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②東日本大震災からの復興に関する要望
　７.復興特区における国税の特例措置及び地方税の課税免
除または不均一課税に係る減収補てん措置については、被
災地の状況を踏まえ柔軟な運用を行うこと。

　復興特区法に基づく国税の特例措置及び地方税の課税免除又は不均一
課税に係る地方自治体に対する減収補填措置については、第１期復興・創
生期間が終了する令和３年３月31日までの投資分が対象とされていました
が、復興特区法及び同法施行令の一部改正により、令和６年３月31日まで
この制度が継続される一方、対象地域は沿岸地域に絞り込まれることとなり
ました。
　県としては、沿岸地域の状況を踏まえ、産業復興や産業集積の十分な支
援となるよう、令和３年６月に実施した令和４年政府予算要望において、必
要に応じた区域や業種の見直しなど制度の柔軟な運用を国に要望したとこ
ろです。
　今後も国の動向を注視しつつ、引き続き国に対し要望していきます。

復興防災
部

復興くらし
再建課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

②東日本大震災からの復興に関する要望
　８.県、市町村が負担した放射線影響対策に要した費用につ
いて、十分な賠償が速やかに行われるよう必要な措置を講ず
ること。

　県では、原子力発電所事故に伴う放射線影響対策に要した費用は、一義
的に東京電力が負うべきものと考え、東京電力に対し、要した費用すべてに
ついて賠償に応じるよう、市町村と連携しながら、繰り返し強く求めていると
ころです。
　さらに、直接交渉だけでは東京電力からの賠償が期待できない請求分に
ついては、市町村等と連携して原子力損害賠償紛争解決センターに対し
て、３次にわたり和解仲介の申立てを実施し、同センターにおける審理を通
じても、被害の実態に即した速やかな賠償を求めてきたところです。
　なお、国に対しても、『東日本大震災津波等からの復興と地方創生の推進
に当たっての提言・要望書』等により、十分な賠償を速やかに行うとともに原
子力損害賠償紛争解決センターの判断を尊重して和解案を受諾するよう、
東京電力を国が指導するなど、必要な措置を講じることを要望しており、今
後も、様々な機会を捉えて要望していきます。

復興防災
部

復興危機
管理室

Ｂ　実現
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の
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②東日本大震災からの復興に関する要望
　９.農林系副産物の処分が完了するまでの間必要となる費用
の財政措置を講ずるとともに、除染により発生した土壌や道
路側溝汚泥の処理に向けて、国において処理基準を早急に
示すよう国に働きかけること。

　8,000Bq/kg以下の農林業系汚染廃棄物については、国のガイドラインにお
いて明確化されていない事項について、県独自にガイドライン（第２版）を策
定し、焼却処理する場合は、既存の焼却施設において一般廃棄物と混焼
し、市町村等の最終処分場に埋め立てる処理方針を示しているところです。
また、その処理費用については、処理終了時まで「農林業系廃棄物の処理
加速化事業」を継続するよう国に対し要望しています。県としても早期の処
理終了に向けて、技術的助言をしていきます。
　除染により発生した土壌や道路側溝汚泥の処理については、国に対し除
去土壌の処理基準を早急に示すこと、汚染濃度や除去実施区域内外にか
かわらず、除去等撤去に要する経費や地域で必要にとなる一時保管場所の
整備等の掛かり増し経費について、福島再生加速化交付金（道路等側溝堆
積物撤去・処理支援）と同様の財政措置を講じることについて要望していま
す。
　なお、国庫補助対象外となる道路側溝汚泥の一時仮置場の設置に要する
経費については、平成25年度以降「放射性物質汚染廃棄物処理円滑化事
業（県単）」により県南３市町に対し支援しています。

環境生活
部

環境保全
課

資源循環
推進課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

②東日本大震災からの復興に関する要望
　10.農林水産物の風評被害対策に要する経費の継続的な財
政措置、山菜、野生キノコ出荷制限解除に向けた取組み、輸
入規制の早期解除に向けた交渉を国に働きかけること。

　県では、県、市町村、生産者団体等による農林水産物の販路の回復・拡
大等の取組に要する経費について、全面的かつ継続的に支援するよう、国
に対して要望しています。
　また、出荷制限等の対象となっている野生きのこ・山菜類については、関
係市町と連携し、国との解除協議に必要な放射性物質濃度の経年変化の
検査を継続して実施するとともに、国に対しても支援を要望しています。
　輸入規制の早期解除に向けては、農林水産物や食品の安全性に関する
的確な情報を諸外国に発信し、信頼性の回復を図るとともに、輸入規制を継
続している諸外国の政府等に対し、規制を早期に解除することを強力に働き
かけるよう、国に対して要望しており、今後においても、全ての規制が解除さ
れるまで、こうした取組を粘り強く続けていきます。

農林水産
部

流通課

林業振興
課

Ｂ　実現
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②東日本大震災からの復興に関する要望
　11.原木しいたけの産地再生に向けて、新規参入者と規模拡
大意向者への支援、良質な原木の確保継続と植菌適期内の
納入、立木などに係る福島県と同様の財物賠償の実現に向
け、関係機関と連携して取り組むこと。

 　原木しいたけの産地再生を図るためには、安全な原木を確保し、生産量
の回復を図ることが必要であるため、県では、原木価格の高騰分の掛り増し
経費が賠償対象外になっている新規参入者や既存生産者の規模拡大分に
ついても賠償されるよう、東京電力に申し入れを行うとともに、国に対しても
支援を要望しており、引き続き、こうした取組を進めていきます。
　また、県では、安全な原木を確保するため、県森林組合連合会と連携し、
毎年度、植菌時期までに、他の地域から必要な原木が供給されるよう取り
組んでいます。引き続き、安全な原木が適期に確保されるよう取り組んでい
きます。
　しいたけ原木として利用できない立木等について、東京電力は、「福島県
以外では、しいたけ原木用の立木をパルプ材等として販売した場合、その価
格差を営業損害として賠償する」としています。県としては、東京電力に対
し、実態に即した十分な賠償が行われるよう、引き続き、強く求めていくとと
もに、国に対しても、東京電力を指導するよう要望していきます。

農林水産
部

林業振興
課

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

②東日本大震災からの復興に関する要望
　12.水産物の放射性物質検査を引き続き国が全面的に経費
を負担し実施すること。

　本県水産物の安全性を確認し、生産者や消費者、国際社会に対して正確
な情報提供を行っていくためには、引き続き、放射性物質検査の実施が必
要です。
　また、都道府県の管理水域を越えて移動する回遊性魚種等については、
国の主導による広域的な検査体制の維持が必要であることから、本県水産
物の安全･安心を確保するため、国が全面的に経費を負担し、実施するよ
う、引き続き、国に対し要望していきます。

農林水産
部

水産振興
課

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　１.状況の変化に対応した感染症対策が講じられるよう市町
村や県民に対して適切かつ迅速な情報提供を図るとともに、
対策の推進に当たっては市町村、関係団体の意見を十分に
聞きながら進めること。

　県内の感染状況に応じて、県対策本部員会議を開催し、効果的な感染対
策を講じることができるよう、県民に対して感染対策への取組を呼びかけて
おり、本部員会議における知事メッセージや知事の定例記者会見において
基本的な感染対策の徹底について呼びかけを行っているほか、ホームペー
ジやラインなどのＳＮＳを活用し、情報発信に努めているところです。
　また、岩手緊急事態宣言の発出においては、緊急を要する対応が求めら
れますが、市町村に対して事前に情報提供するなど、情報共有を図りながら
進めているところです。

復興防災
部

復興危機
管理室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置
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③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　２.感染症の影響により、県、市町村の財政状況が厳しい状
態であることから、地方創生臨時交付金の積み増し等適時に
万全な支援を講じるよう国に働きかけること。

　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金については、国に対
して必要な額の確保等を要望し、国の令和３年度補正予算において、6.8兆
円が計上され、追加配分されたところです。
　引き続き、国に対して、必要な額の交付金を確保するとともに、特に財政
基盤の弱い自治体により重点的に配分するよう、全国知事会と連携しなが
ら要望していきます。

総務部 財政課 Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　３.ワクチン接種、感染症対策に必要な医療従事者及び保健
所職員を確保するとともに、三回目接種に向けて県が実施す
る集団接種の継続、拡大を図ること。

　県では、希望する県民が早期に３回目接種を受けることができるよう、円
滑な接種体制の確保に向け、令和４年１月27日に、県医師会、県歯科医師
会及び県立病院等に対し、３回目接種の円滑な実施について協力依頼を
行ったところであり、引き続き、関係機関等と連携し、医療従事者確保の調
整に取り組んでいきます。
　また、市町村の接種体制を確保するため、２月26日から県央及び県南地
域において、県の集団接種を実施することとしており、予約枠を可能な限り
拡大した上で、市町村の接種の加速化を支援していきます。

保健福祉
部

医療政策
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　４.保育所や放課後児童クラブに従事する職員に対し慰労金
が支給出来るよう国に働きかけること。

　県は、三密対策が困難な厳しい環境の中で業務を継続し、子どもたちの居
場所の確保に尽力している児童関係施設の職員について、慰労金支給の
対象とするよう国に要望しているところです。

保健福祉
部

子ども子
育て支援
室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　５.雇用調整助成金について、これまで同様の助成内容を維
持するよう国に働きかけること。

　雇用調整助成金等の特例措置については、令和４年６月までの具体的な
助成内容は示されていますが、令和４年７月以降の特例措置の延長を早期
に決定するよう、全国知事会と連携し国に対し強く働きかけを行っていきま
す。

商工労働
観光部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　６.新型コロナウイルス感染症防止に対する協力金の支給な
どを実施する際には、地域間格差が生じないよう特段の配慮
を行うこと。

　新型コロナウイルス感染拡大防止協力金は、事業者支援を目的としてい
るものではなく、営業時間短縮要請に協力いただいた飲食店に対する補償
的な給付金です。また、営業時間短縮要請は、感染状況等を踏まえて、地
域を指定し、要請しているものです。
　感染対策を目的として実施する営業時間短縮要請は、営業の自由を制限
する要請であるため、必要最小限とすべきであり、慎重に判断する必要があ
ると考えています。

復興防災
部

復興危機
管理室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
置

③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　７.経済対策や事業者支援については、市町村や業界団体
からヒアリングを行い、実際の経済活動に即した制度設計と
なるよう、十分に配慮すること。

　県では、商工指導団体や金融機関等による経済金融連絡会議を定期的に
開催し、事業者がおかれている状況についてヒアリングを行っているほか、
毎月、県内約500者を対象に調査している「新型コロナウイルス感染症に係
る事業者の影響調査」により、直接、事業者の要望を把握しているところで
す。
　これらの現場のニーズや市町村や商工指導団体からの要望を踏まえ、コ
ロナ禍における経済対策や事業者支援が、効果的なものとなるよう取り組ん
でいるところです。

商工労働
観光部

経営支援
課
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③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　８.gotoトラベルの再開にあたっては、県民割との併用で県に
よって不公平が生じないよう特段の配慮を行うこと。gotoトラベ
ル後も息の長い支援策を講じること。

　県が実施している「いわて旅応援プロジェクト（県民割）事業」は、「国の
Gotoトラベル事業」と並行して実施することは可能ですが、宿泊等の割引に
ついては、併用して適用することができないこととされています。
　また、県では、「いわて旅応援プロジェクト」を令和４年度においても実施す
ることとしており、令和４年５月のゴールデンウイーク後からは、国で実施を
予定している「新たなGotoトラベル事業」を県で実施することにより、引き続
き、観光需要の拡大を図っていくこととしています。

商工労働
観光部

観光・プ
ロモー
ション室

Ｂ　実現
に努力し
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の

③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　９.固定資産税等の減免措置を来年度も継続するよう国に働
きかけること。

　新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少し厳しい経営環境
にある中小事業者等に対しては、令和３年度課税の一年分に限り、所有す
る償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置が講じられま
したが、新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化している状況から、今後
も引き続き、収入に大幅な減少があった方々の税負担が、困窮につながる
ことのないよう、全国知事会などと連携し、十分な対策を講じるよう国に求め
ていきます。

総務部 税務課 Ｂ　実現
に努力し
ているも
の

③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　10.農林水産事業者に対して価格・収入安定対策を講じるこ
と。

　県では、外食需要の減少等による価格の低下や在庫の増加等の影響が
生じている農林水産物の消費拡大に向け、十分な支援を講じるよう国に対
し要望しているほか、関係団体等と連携しながら、量販店やコンビニエンス
ストア、飲食店等において、県産食材を活用した商品やメニューの提供など
に取り組んでいるところです。
　今後も、機会を捉えて必要な対策を国に対し要望するとともに、引き続き
市場の動向等を注視しながら、関係団体とも連携し適切に対応していきま
す。
　農林水産事業者に対する資金面の支援として、農業・林業・水産業の分野
ごとに融資制度が用意されていますので、各事業者に対する制度の周知に
努め、その活用を促進します。
　また、農業者に対しては、品目の枠にとらわれずに、農業経営者ごとに収
入全体をみて収入減を補償する農業経営収入保険制度が用意されている
ことから、当該制度の一層の活用に向けて、周知と普及啓発に取り組みま
す。

農林水産
部

流通課

団体指導
課
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③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　11.解雇や離職による生活困窮者・世帯・児童に対する相談
支援体制を強化すること。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期にわたる中、生活に困窮してい
る方々に対しては、生活福祉資金の特例貸付をはじめ重層的なセーフティ
ネットにより支援を行っています。
　生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関においては、生活に困窮
している全ての方々に対し、生活状況や収入状況の改善の見込み等につい
て、確認の上、必要に応じて生活福祉資金の活用や住居確保給付金の支
給を始め、自立のために必要な支援を行っています。
　県としては、社会福祉協議会、生活困窮者自立相談支援機関における人
員体制の確保や相談対応力の向上を支援しながら、引き続き、これらの機
関と連携し、様々な困難を抱える方々に適切な支援が行えるよう、取り組ん
でいきます。

保健福祉
部

地域福祉
課
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③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　12.雇用労働環境、DV、健康、家事育児介護負担等、コロナ
で顕在化した課題の実態把握に努め、ジェンダー平等や男女
共同参画の一層の取組促進を図ること。特に非正規雇用の7
割を占める女性労働者がコロナ禍により大きな影響を受けて
いることから、雇用の回復、質の高い雇用への転換に努める
こと。併せて困窮する女性への支援策として、信頼に足る公
的な相談窓口であるつながりサポート事業の認知度アップと
来年度以降の継続の開設や直接的な支援の充実を図るこ
と。

　新型コロナウイルス感染症の影響がある中においても、県内各地におい
て、男女共同参画に関する学習や普及啓発の機会が失われることのないよ
う、オンラインを活用する等しながら、男女共同参画の取組を推進します。
　県では、新型コロナウイルス感染拡大による孤独・孤立で不安を抱える女
性が、社会とのつながりを回復することができるよう、女性のためのつながり
サポート事業により、相談窓口の設置や居場所づくり、女性用品の提供を
行っているところですが、必要な方が支援に結びつくよう、ちらしやポス
ター、新聞、ラジオ、ＳＮＳ等の媒体のほか、市町村と連携して広報紙等へ
掲載する等により広報に努めているところです。新型コロナウイルスの長期
化が懸念されることから、事業継続や効果的な支援の在り方について検討
していきます。

環境生活
部

若者女性
協働推進
室

Ａ　提言
の趣旨に
沿って措
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　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、介護保険サービス
の利用控え、受入やサービス提供の制限・縮小、さらには事業者の休業等
により、家族の介護負担の増加等が指摘されており、特にも女性の負担の
増加が懸念されます。これらの影響が中長期的に継続するものであるか、
引き続き注視するとともに、必要な介護保険サービスを適切に受けることが
できるよう、地域包括支援センター等による相談体制の充実に取り組んでい
きます。

保健福祉
部

長寿社会
課

Ｂ　実現
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　県では、非正規雇用労働者の正規雇用転換や労働者派遣の適正な運用
に向け、岩手労働局及び盛岡市と合同で関係団体に対し要請活動を行って
いるほか、労働委員会では労使双方からの相談対応を行って、雇用のルー
ルの確立に取り組んでいます。
　また、女性への就業支援や質の高い雇用への転換を進めるために、離職
者に対する再就職訓練や技能向上を促進するための在職者訓練を実施す
るなど、雇用情勢や産業政策、企業ニーズを踏まえた職業訓練を実施して
います。

商工労働
観光部

定住推
進・雇用
労働室

Ｂ　実現
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の

③新型コロナウイルス感染症対策に関する要望
　13.自殺者の増加に鑑み、自殺予防対策・相談支援体制の
強化を図ること。

　先日公表された、警察庁統計の速報値では、令和３年の本県の自殺者数
は198人で令和２年に比べ80人の減、自殺死亡率は16.4人で、6.6人の減と
なっています。
　しかし、コロナ禍の長期化による自殺リスクの高まりが懸念される中、いま
だに200人近くの人が自殺で亡くなっており、引き続き、精神保健福祉セン
ターや市町村の相談体制の充実やメンタルヘルスケア対策などを推進して
いきます。

保健福祉
部

障がい保
健福祉課
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